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松阪市人権施策行動計画

Ⅰ 基本的な考え方

１ 行動計画策定の目的

「 松阪市人権施策行動計画」（ 以下「 行動計画」 という。） は、２００６（ 平成１８） 年に

制定した「 松阪市人権のまちづく り条例」 に基づき、２０１４（ 平成２６） 年に改定した

「 松阪市人権施策基本方針（ 第二次改定）」 を多様な主体で推進していくため、策定しま

す。

２ 行動計画の期間

２０２０（ 令和２） 年度から２０２４（ 令和６） 年度まで ５か年

３ 計画の位置づけ及び他計画との関連

この行動計画は、松阪市人権のまちづく り条例第６条の規定により策定するとともに、三

重県が策定した「 人権が尊重される三重をつくる行動プラン」 との整合を図ります。

それとともに「 松阪市総合計画」 を上位計画とし、「 松阪市男女共同参画プラン」「 松阪市

地域福祉計画」「 松阪市障がい者計画」「 松阪市高齢者保健福祉計画」「 松阪市自殺対策推進

計画」 など関連計画等と整合性を図り、関連計画等の構成事業であって人権施策の推進の点

から特に必要な取り組み事業については、行動計画に位置づけます。

４ 行動計画の体系

松阪市人権施策基本方針は、人権施策を６つの施策分野に体系づけて推進するものとして

います。

※基本方針体系
①人権尊重のまちづく り実現のための施策
②人権意識の高揚を図るための施策
③人権擁護・ 救済のための施策
④多文化共生社会の実現のための施策
⑤バリアフリーのまちづく りと地域福祉の推進のための施策
⑥人権課題解決のための基本施策（ 専門分野１０項目、さまざまな人権問題）

このことから、行動計画策定においては、基本方針の６つの施策ごとに具体的な取り組み

を事業別に位置づけ、推進していきます。
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Ⅱ 施策の取り組み

１ 人権尊重のまちづく り実現のための施策

【 施 策】

（ １） 人間尊重のまちづく り

人間尊重のまちづくり実現のために、社会的に不利な立場にある人の人権は侵害されやすいと

いう現実を踏まえ、常に人権侵害を被っている人びとの視点に立ち、あらゆる差別を主体的にな

く していこうと行動する人間の育成をめざすという「 松阪市人権のまちづく り条例」の基本的な

理念の具体化を図っていきます。

（ ２） 希望と誇りあふれるまちづく り

希望と誇りあふれるまちづく り実現のために、さまざまな教育や啓発の機会をはじめ、多様な

市の人権施策の推進に、当事者としての誇りと自覚をもって活動している人びととの出会いを位

置づけます。

（ ３） 市民参加・ 参画のまちづく り

市民参加・ 参画のまちづく り実現のために、市民活動の持続的な基盤の確立を支援するための

制度づく りを進めていきます。

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

人権啓発事業

【 施策 (1)、 (2)】

市民への人権意識を高めるた

めのさまざまな啓発行動を行

います。

人権全般に関することや個別人

権課題などさまざまな人権問題

を市の広報等に掲載し、広く市民

啓発を実施します。また、毎年６

月の人権啓発強調月間と１２月

の人権週間に合わせて、関係機関

や関係団体と連携し、街頭啓発や

講演会、映画会などを実施しま

す。

人権・男女共

同参画課

男女共同参画行

政推進事業

【 施策 (1)、 (2)】

男女の社会参画の促進及び機

会づく りを提供するため、市民

参画を支援します。また、各種

事業を実施し、市民啓発を図り

ます。

毎年、男女共同参画松阪フォーラ

ム実行委員会主催による男女共

同参画松阪フォーラムを開催、男

女共同参画週間時の街頭啓発、

さ・ し・ す・ せセミナーや連携映

画祭の開催、情報紙「 ひまわり」

の発行を実施します。

人権・男女共

同参画課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

バリアフリーの

まちづく り活動

事業

【 施策 (1)、 (2)】

高齢者・ 障がい者が自由に行動

でき、安全で快適に生活できる

社会を実現するため、市民の視

点でバリアフリーの点検調査

及び意見提案を行うとともに

啓発活動等を実施します。

松阪市民バリアフリー推進チー

ムを組織し、市内公共施設等のバ

リアフリーチェックを行います。

地域福祉課

人権教育ネット

ワーク推進事業

【 施策 (1)、 (2)】

保育園、幼稚園、小学校、中学

校の連携のもとに実践研究を

公開、交流するとともに学校と

地域で連携した取組を行い、各

中学校区における人権教育の

推進を図ります。

各中学校区で組織する人権教育

推進協議会等や教職員で組織さ

れる松阪市人権教育研究会に委

託し、中学校区を単位とした人権

教育の推進やネットワークの充

実を図るため、中学校区人権フォ

ーラムや人権講演会等を実施し

ます。

学校支援課
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２ 人権意識の高揚を図るための施策

【 施 策】

（ １） あらゆる場における人権教育・ 啓発の推進

①従来の知識取得型学習から人権問題に関する知識が態度・行動に結びつく ような体験的・実践的・
参加型学習を行い、人材育成などへの取り組みの転換を図ります。

② 「 生涯学習における人権・ 同和教育の推進についての指針」 にのっとり地域社会における人権教
育・ 啓発をさらに推進していきます。

③学校・ 園においては、「 松阪市人権教育基本方針」 に沿って、すべての教育活動を通して、人権
尊重の精神に貫かれた人間の育成をめざします。

④保育園においては、「 松阪市人権保育基本方針」 の具体化を図っていきます。
⑤人権保育・ 教育関係者や団体等と連携し、保育園・ 幼稚園・ 学校・ 行政・ 地域が一体となった組
織的・ 計画的な取り組みを行うとともに、行政職員などに対する人権教育・ 啓発を国・ 県ととも

に連携を保ちながら充実していきます。

⑥隣保館においては、福祉の向上や住民交流の拠点となる地域に密着したコミュニティセンターと
しての役割や、地域における人権教育の拠点施設としての役割を果たせるよう、２０００（ 平成

１２） 年に策定された「 新たな隣保館活動に向けて」 を改定します。

（ ２） 人権教育に取り組む指導者の養成

①人権教育・ 啓発を広く市民に広げ、効果的に行っていくため、市民の学習活動のリーダーとして
活動する指導者の養成を行います。

②職員研修（ 非常勤職員を含む）の充実を図るとともに、市の外郭団体の職員に対する研修を行っ
ていきます。

（ ３） 市民の主体的な人権教育に関する活動の促進

①多様な文化や価値観を大切にしあう豊かな人権文化を創造するために、市民の間で活動している
ＮＰＯ等の民間団体と連携・ 協働を図ります。

②人と人とを結びながら、市民の自主的・ 主体的な取り組みを促すために、地域における人権「 草
の根運動」 を展開していきます。

③「 差別をなくす松阪市民の会」の活動については、あらゆる差別の解消を市民全体の課題として、
「 差別を見抜き」、「 差別を許さない」、「 差別をなく していく 」真に民主的な松阪市をつくるため、

活動の一層の充実と組織の改革を行っていきます。

④小学校区や中学校区等を単位として、人権啓発活動の支援を行っていきます。

（ ４） 人権教育・ 啓発に関する情報収集・ 提供機能の充実

①自主的、主体的な活動を促す環境を整備し、必要に応じて人権教育についての知識、手法や講師
の派遣や教材作成についての情報などが適切に提供できるよう、人権教育・ 啓発に関する情報収

集の充実を図っていきます。
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

広報松阪発行事

業

【 施策 (4)-① 】

市民の人権意識の高揚を図る

ため、広報まつさかを通じて人

権啓発を行います。また、人権

講演会や講座などの開催につ

いて掲載します。

人権啓発強調月間中の活動や人

権文化フェスティバルなどのイ

ベント内容を随時広報まつさか

に掲載し、人権啓発及び情報の提

供を実施します。

秘書広報課

行政情報番組制

作事業

【 施策 (4)-① 】

市民の人権意識の高揚を図る

ため、行政チャンネルを活用

し、市民へ広報・ 啓発を行いま

す。

人権啓発強調月間の取り組みな

どを随時行政情報番組を通じて

市民に周知します。

秘書広報課

市職員人権問題

研修事業

【 施策 (1)-① 、
(2)-② 】

人権問題への関心をより高め

るとともに、体系的な学習が推

進できるように、松阪市職員人

材育成基本方針の改訂にあわ

せ、従来の市職員人権研修計画

を人材育成実施計画と統合し

ます。

松阪市職員人材育成基本方針の

改訂にあわせ、従来の市職員人権

研修計画を人材育成実施計画と

統合することで、効率的かつ効果

的な職員研修体系の構築を図り

ます。

職員課

職場人権研修推

進事業

【 施策 (1)-① 、
(2)-② 】

それぞれの職場において計画

的かつ主体的な人権研修を実

施することで、職場の人権意識

の向上を図ります。

「 職場人権研修の進め方」に基づ

き、職場人権研修を推進します。

また、職場内での人権啓発を推進

するため、人権啓発推進員に対す

る研修を実施します。

職員課

人権啓発事業

（ 再掲）

【 施策 (1)-② 、
(2)-① 、 (3)-② 】

市民へ人権意識を高めるため

のさまざまな啓発行動を行い

ます。

また、市職員や事業所、市民を

対象に地域の人権教育リーダ

ーとなる人材の養成を図りま

す。

人権全般に関することや個別人

権課題などさまざまな人権問題

を市の広報等に掲載し広く 市民

啓発を実施します。また、毎年６

月の人権啓発強調月間と１２月

の人権週間に合わせて、関係機関

や関係団体と連携し、街頭啓発や

講演会、映画会などを実施しま

す。また、障がい者、女性、子ど

も、高齢者、同和問題など身近な

問題について講座を開催し、地域

や職場等におけるリーダーの養

成を図ります。

人権・男女共

同参画課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

男女共同参画行

政推進事業

（ 再掲）

【 施策 (1)-① 、
(3)-① 、 (3)-② 】

男女の社会参画の促進及び機

会づく りを提供するため、市民

参画を支援します。また、各種

事業を実施し、市民啓発を図り

ます。

毎年、男女共同参画松阪フォーラ

ム実行委員会主催による男女共

同参画松阪フォーラムを開催、男

女共同参画週間時の街頭啓発、

さ・ し・ す・ せセミナーや連携映

画祭の開催、情報紙「 ひまわり」

の発行を実施します。

人権・男女共

同参画課

隣保館事業

【 施策 (1)-⑥ 】
人権問題への正しい理解と認

識を深めるために各種事業を

推進していきます。

講演会、学習会等を開催し、住民

の人権意識の高揚に努めます。ま

た、啓発・ 広報活動として、「 隣

保館だより」 の配布を実施しま

す。

第一隣保館

第二隣保館

中原文化セ

ンター

広域隣保活動事

業

【 施策 (1)-⑥ 、
(3)-④ 】

人権問題への正しい理解と認

識を深めるために各種事業を

推進していきます。

集会所を拠点に、講演会、学習会

等を開催し、人権意識高揚に努め

ます。

第一隣保館

人権保育推進事

業

【 施策 (1)-④ 、
(1)-⑤ 】

それぞれの保育園での保育の

課題を明らかにして、人権保育

を推進するための保育の充実

を図ります。また職員研修や保

護者に対する啓発活動、各関係

機関等との連携を深めていき

ます。

松阪市人権保育基本方針に基づ

き「 人権を大切にする心を育てる

保育」「 生きる力の基盤を育成す

る」ことを大切にしながら人権保

育行動計画を作成し、日々 の保育

の見直しを図ります。また保育士

に対する人権研修を年 1 回以上

開催し、保護者に対する啓発活動

や各関係機関等との連携を進め

ていきます。

こども未来

課

企業人権啓発事

業

【 施策 (1)-① 、
(2)-① 】

企業内における人権や男女共

同参画についての理解と認識

を深めるため、啓発活動を実施

します。

人権や男女共同参画に関する研

修会の開催、啓発冊子等の配布を

市内企業に対し実施します。ま

た、公正採用選考人権啓発チラシ

を商工会議所会報等に折り込み

ます。

商工政策課

人権教育ネット

ワーク推進事業

（ 再掲）

【 施策 (1)-① 、
(1)-② 、 (1)-⑤ 、
(3)-② 、 (3)-④ 】

保育園、幼稚園、小学校、中学

校の連携のもとに実践研究を

公開、交流するとともに学校と

地域で連携した取組を行い、各

中学校区における人権教育の

推進を図ります。

各中学校区で組織する人権教育

推進協議会等や教職員で組織さ

れる松阪市人権教育研究会に委

託し、中学校区を単位とした人権

教育の推進やネットワークの充

実を図るため、中学校区人権フォ

ーラムや人権講演会等を実施し

ます。

学校支援課
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３ 人権擁護・ 救済のための施策

【 施 策】

（ １） 相談体制の充実

①人権侵害に対する救済を可能にする相談機能・ 支援機能の充実、強化を図っていきます。
② 各種の公的な相談機関が行っている人権擁護に関する支援活動情報を広報等を活用して効果的
に提供し、さまざまな人権問題の相談窓口を明確にしていきます。

③人権擁護のために法的な解決方法も含め、行政の果たす役割として、気軽に相談できる体制づく
りや各種相談機関の連携強化のため、相談担当者の資質の向上のための実践的研修や相談内容の

把握・ 分析、問題の共有化及び新たな施策へつなげるしくみづく りを進めます。

④当事者の立場に立って個別の人権課題に対応でき、身近に相談が可能となるカウンセラーや市民
ボランティア等の養成・ 配置を検討していきます。

（ ２） 人権擁護・ 救済システムの充実

①人権侵害が起こった場合の対応や救済のあり方についての研究を行うとともに、真に実効性のあ
る人権救済のための法律や制度の確立を国に求めていきます。

②人権侵害への対応については、人権侵害の事実確認を行い、国（ 法務局）・ 県などの関係機関や
関係団体等と連携・ 協働し、その対応を行うとともに、気軽に人権相談ができる体制の充実に取

り組みます。また、身元調査による人権侵害に対応するために、本人通知制度の導入を検討しま

す。

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

人権啓発事業

（ 再掲）

【 施策 (1)-① 、
(1)-② 、 (1)-③ 、
(2)-② 】

人権侵害を受けたとされる人

の人権の回復を図るため、弁護

士による人権相談を行います。

また、人権に関わる相談窓口と

して、関係機関と連携し、人権

相談を実施します。

気軽に相談できるように女性弁

護士による人権相談や、法務局と

連携した※ １人権擁護委員による

人権相談を実施します。

人権・男女共

同参画課

隣保館事業

（ 再掲）

【 施策 (1)-① 、
(1)-② 、 (1)-③ 】

生活・ 健康等相談体制の充実に

努めます。

恒常的に生活相談、健康相談を実

施します。また、専門性の高い相

談は、専門員を配置し、法律相談、

就職相談を実施します。

第一隣保館

第二隣保館

中原文化セ

ンター

広域隣保活動事

業

（ 再掲）

【 施策 (1)-① 、
(1)-② 、 (1)-③ 】

小学校区や中学校区を単位と

して、人権啓発活動の支援を行

います。

集会所を拠点に、関係機関と連携

を取りながら、人権啓発活動の支

援を行います。

第一隣保館

生活困窮者自立

相談支援事業

【 施策 (1)-① 、
(1)-③ 】

経済的な困りごとや社会的孤

立などの相談に支援員が寄り

添い型の支援を行います。

自立支援機関が関係機関と連携

し継続的な相談支援を実施し、生

活困窮者の早期把握や見守りの

ネットワークを構築します。

地域福祉課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

障がい者ケア事

業

【 施策 (1)-① 、
(1)-② 、 (1)-③ 】

身体障がい者や知的障がい者

等、又はその家族からの相談に

応じて必要な助言・ 指導及び支

援を行います。

障がい者又は、その家族等が相談

員として、身体障がい者や知的障

がい者等の生活面での不安を解

消するため、更生援護に関して、

本人や家族等に対する相談・助言

の支援を実施します。

障がい福祉

課

地域活動相談支

援事業

【 施策 (1)-① 、
(1)-② 、 (1)-③ 、
(1)-④ 、 (2)-②

障がい者が地域で自立した生

活をするための相談と活動の

支援を行います。

障がい者等が自立した日常生活

又は社会生活を営むことができ

るよう、障がい者（ 児）の保護者

等からの相談に応じ、必要な情報

の提供や権利擁護のための必要

な援助等総合的な相談支援を実

施します。

障がい福祉

課

家庭児童相談事

業

【 施策 (1)-① 、
(1)-② 、 (1)-③ 】

家庭における児童の養育にか

かる諸問題、身体上・ 精神上の

障がい、しつけ、非行、虐待な

どの相談を行い、関係機関との

連携を図ります。

家庭における諸問題を抱える市

民の方の相談に相談員が応じま

す。また、相談内容によっては、

より専門的な機関につなげてい

きます。

こども支援

課

要保護児童対策

事業費

【 施策 (1)-① 、
(1)-② 、 (1)-③ 、
(2)-② 】

児童虐待・ ※ ２ＤＶ等に関し、適

切な対応をするため、保健、医

療、福祉、教育、地域関係機関・

団体で構成するネットワーク

の強化を図ります。また児童虐

待防止のために、啓発活動に取

り組みます。

各関係機関をはじめ、地域等から

の通告により、児童虐待等の早期

発見・対応を図ります。松阪市児

童支援連絡協議会（ Ｍ．ＣＡＰ）

の代表者会議、事務局会議を適宜

開催して、ネットワークの強化を

図ります。また１１月の児童虐待

防止推進月間を中心にポスター

やパンフレット等を掲示・ 配布

し、啓発活動に取り組みます。

こども支援

課

地域子育て支援

拠点事業

【 施策 (1)-② 、
(1)-③ 】

子育て家庭の支援活動の企画、

調整、実施を担当する職員を配

置し、子育て家庭等に対する育

児不安等についての相談業務

を行います。

市内５カ所の※ ３子育て支援セン

ター（ ふれんず、森のく まさん、

げんきっこ、かんがるー、やまっ

こ）では、遊びの場を提供すると

ともに、子育ての悩みについて、

保育士が相談に応じます。

こども未来

課

女性保護事業

【 施策 (1)-① 、
(1)-② 、 (1)-③ 】

保護が必要な女性の早期発見

並びに一般女性の福祉増進及

び配偶者等からの暴力の防止

等を図り、関係機関と連携し、

保護や自立支援を行います。

ＤＶ被害を受けた女性をはじめ、

保護や支援の必要な女性の相談

に応じます。また、相談員のスキ

ルアップを図るため、各種研修会

に参加します。

こども支援

課



9

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

子育て支援ショ

ートステイ事業

【 施策 (2)-② 】

緊急一時的に保護を必要とす

る場合等に、当該児童等を一時

的に養育委託又は保護委託し、

当該児童及びその家族の福祉

の向上を図ります。

※ ４児童養護施設や※ ５母子生活支

援施設と契約し、緊急一時的に保

護が必要となった児童や家族の

支援を実施します。

こども支援

課

母子生活支援施

設入所事業

【 施策 (2)-② 】

保護者が配偶者のいない女性

又はこれに準ずる事情にある

女性であって、その者の監護す

べき児童の福祉に欠けるとこ

ろがある場合、その保護者及び

児童を母子生活支援施設にお

いて保護を行います。

ＤＶ被害を受けるなど保護の必

要な母子を県内外の母子生活支

援施設で保護します。また適切な

対応を図るため、相談員や職員が

研修会等に参加し、スキルアップ

を図ります。

こども支援

課

母子保健事業

【 施策 (1)-② 、
(1)-③ 】

母子保健法等に基づく 母子健

康管理と子育て支援事業を備

えた子育て世代包括支援セン

ターを中心に、妊娠・ 出産・ 子

育てに関するニーズを把握し、

情報提供と相談支援します。ま

た、地域の関係機関とのコーデ

ィネートを行います。

妊娠届け出の面接時、各母子健康

相談や健康教育を通じて、相談し

やすい環境をつく り、支援を必要

とする場合は、支援プランの構築

を行い、「 松阪版ネウボラ」 とし

て途切れない支援を実施します。

健康づく り

課

高齢者・ 障がい

者虐待防止ネッ

トワーク事業

【 施策 (1)-② 、
(1)-③ 】

高齢者や要介護者、障がい者の

尊厳を守り、高齢者等が住みな

れた地域で安心して暮らすこ

とができるよう、関係機関がネ

ットワークを構築し、高齢者・

障がい者虐待の予防・ 早期発

見・ 早期対応・ 再発予防に取り

組んでいきます。

ネットワークを強化し、早期に

発見し、迅速かつ適切な支援に

つなげていきます。松阪市高齢

者虐待・ 対応マニュアル等に基

づいた適切な支援ができるよ

う、研修体制を強化し、 ※ ６地域

包括支援センターや関係機関に

周知をしていきます。

高齢者支援

課

障がい福祉

課

地域包括支援セ

ンター事業

【 施策 (1)-① 、
(1)-② 、 (1)-③ 】

包括的支援業務と呼ばれる基

本4業務（ 総合相談支援業務、

権利擁護業務、包括的・ 継続的

ケアマネジメント業務、介護予

防ケアマネジメント業務）を一

体的に行います。関係機関との

連携を図り、地域包括ケアの中

核機関として役割を担います。

地域の高齢者やその家族の介護

に関する悩みや相談に対応しま

す。また、虐待を早期に発見した

り消費者被害などに対応します。

高齢者の心身の状態にあわせた

介護予防教室を実施したり、暮ら

しやすい地域にするために様々

な機関とのネットワークづく り

を進めます。

高齢者支援

課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

認知症総合支援

事業

【 施策 (1)-① 、
(1)-② 、 (1)-③ 、
(1)-④ 】

地域において認知症の本人と

家族を支えるために、認知症の

対応を行うマンパワーや拠点

などの地域資源をネットワー

ク化し、相互の連携をしながら

有効な支援体制を構築します。

認知症スクリーニングや認知症

予防教室を開催し、啓発及び予防

に努めます。専門家による物忘れ

相談会の開催や認知症初期集中

支援チームによる相談・訪問によ

り、医療と連携し早期対応・支援

を行います。また、※ ７認知症サポ

ーター、高齢者安心見守り隊の養

成を行い地域の見守り体制を構

築していきます。徘徊ＳＯＳネッ

トワークまつさかの稼動により

行方不明高齢者の早期発見・保護

に努めます。

高齢者支援

課

※ ８ 成年後見制

度利用支援事業

【 施策 (1)-② 】

低所得の高齢者・ 障がい者に、

成年後見制度の市長申し立て

に要する経費や成年後見人等

の報酬の助成、制度についての

啓発を行います。

地域包括支援センターとの連携

により、パンフレット等を利用

し、市民への制度の啓発をしてい

きます。また、身寄りのない方に

は、市長申し立てを進めていきま

す。

高齢者支援

課

障がい福祉

課

いじめ等対策事

業

【 施策 (1)-① 、
(1)-② 、 (1)-③ 、
(1)-④ 、 (2)-② 】

生徒児童の悩みやストレス等

を早期に発見し、心のケアを行

うとともに課題の解消に向け

た取り組みを支援するため、専

門性を有する相談員を派遣し

ます。また、学級満足度尺度調

査（ ※ １０Ｑ－Ｕ） を実施するこ

とにより、児童生徒の状況を把

握し、いじめや不登校の未然防

止に努めるとともに指導の充

実を図ります。

小中兼務型相談員（ ハートケア相

談員）として、中学校区に派遣し

ます。小学校と中学校を兼務する

ことで、生徒や保護者に安心感を

与え、 ※ ９中一ギャップへの対策

とします。

年 2 回Ｑ－Ｕを実施することに

より、生徒や学級の実態を把握

し、いじめの早期発見に活用しま

す。

学校支援課

教育相談事業

【 施策 (1)-② 、
(1)-③ 、 (1)-④ 、
(2)-② 】

幼児児童生徒の生活、いじめ、

不登校、問題行動等について、

子どもや保護者・教職員への教

育相談、専門家によるカウンセ

リング相談を行います。

幼児児童生徒・保護者や教職員等

の教育関係者に対して、電話によ

る相談や予約による面接相談、第

１ , 3 土曜については休日教育相

談を実施します。

臨床心理士によるカウンセラー

相談（ 月15回） を実施し、より

困難な課題についてカウンセリ

ングを実施します。また、子ども

に対して、プレイセラピーや箱庭

療法等の心理療法を、教職員等の

関係者に対して、コンサルテーシ

ョンを実施します。

学校支援課

子ども支援

研究センタ

ー
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４ 多文化共生社会の実現のための施策

【 施 策】

（ １） 外国人住民の人権が尊重される生活環境づく り

①松阪市に在住する外国人住民が、安全・ 安心に生活できる環境にしていくため、相談体制の充実
を図ります。

②地域社会で暮らしていくための決まりや習慣を理解してもらうために、日本の習慣・ 文化等を学
習する機会や日本語を学習する機会を拡充していきます。

③ 外国人住民に対する生活情報や多様なニーズに対応できる行政情報の多言語化に努めるととも
に、生活状況の的確な把握を行い、行政サービスを広く周知徹底し、利用の促進と充実を図りま

す。

（ ２） 多文化共生社会の教育・ 啓発推進と国際理解の促進

① お互いの歴史、文化、習慣の違いを理解しあいながら、自分を肯定的に認め、自身をもって価値
ある存在であると思える気持ちをはぐくんでいくための教育・ 啓発活動を行います。

②松阪市に在住する外国人住民と信頼関係を築き、市民レベルでの多文化共生社会をめざす地域内
交流の促進に努めるために、官民協働による「 松阪市多文化共生ネットワーク」 との連携を図り

ます。

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

ホームページ

管理運営事業

【 施策 (1)-③ 】

外国人住民に情報格差を生じさ

せないよう、外国人住民が使い

やすく 、分かりやすいホームペ

ージを作成します。また、行政情

報を多言語化して配信します。

全ページを英語、中国語、ポルト

ガル語、タガログ語に自動翻訳で

きるシステムを導入し、日本語と

同様の情報発信を実施します。ま

た、１０言語に対応できるシステ

ムを導入し、広報まつさかを配信

します。

秘書広報課

多文化共生推

進事業

【 施策 (2)-① 、
(2)-② 】

外国人住民と日本人が異なる文

化や習慣を理解し、互いに協力

し合い、差別のない多文化がい

きいきと共生する松阪市をめざ

し、交流イベントや講演会、研修

会などを行います。

交流イベントの開催や外国にル

ーツのある中高生の活動等を支

援します。

人権・男女共

同参画課

観光交流課

学校支援課

生活オリエン

テーショ ン事

業

【 施策 (1)-① 、
(1)-③ 】

外国人住民に対し、母語等によ

り、生活情報の提供・説明や市役

所での通訳並びに庁内文書の翻

訳を行います。

市役所１階にポルトガル語・ フ

ィリピノ語通訳各１名を配置

し、外国人住民からの各種相談

等の通訳を行なうとともに、市

役所庁内の文書の翻訳を実施し

ます。

人権・男女共

同参画課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

外国語翻訳業

務等事業

【 施策 (1)-① 】

外国人児童の入園に伴い、児童

及び保護者との通訳や保育園だ

より等の翻訳、電話等による相

談を行います。

ポルトガル語、フィリピノ語等

の通訳を拠点園に配置し、外国

人児童や保護者等の相談に応じ

ます。また、各保育園の要請に

より通訳を派遣します。

こども未来

課

地域国際化推

進事業

【 施策 (1)-③ 、
(2)-① 】

外国人住民及び、地域の多文化

共生に関連する団体・ 個人と連

携を図り、地域国際化の発展・充

実を図ります。

外国人住民及び多文化共生に関

わる団体・個人との意見交換会等

を開催します。

また松阪国際交流協会等の交流

団体の活動を支援します。

観光交流課

外国人児童生

徒受入促進事

業

【 施策 (1)-② 、
(2)-① 】

松阪市全域における外国人児童

生徒の学校全体での受入体制の

整備を行います。

また、外国人児童生徒の小・中学

校への※ １ ２初期適応支援や日本

語学習支援及び教育上の多様な

課題に取り組みます。

外国人児童生徒の在籍の多い小

中学校を指定し、大学等関係機関

と連携して、学力向上・ ※ １１アイ

デンティティの確立、校内体制の

整備等、学校における教育実践に

ついて協議し、交流します。また、

指定校における取り組みや作成

された文書・教材等の全市的な共

有化を図ります。

さらに初期適応支援教室「 いっ

ぽ」の開設や各学校への母語スタ

ッフの巡回指導や進路保障の取

り組みとして、進路ガイダンスを

実施します。

また、外国人児童生徒及び保護

者の相談窓口として母語スタッ

フによるサポートデスクの開設

や就学状況の調査と就学促進、

保護者連絡文書の翻訳などをし

ます。

学校支援課
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５ バリアフリーのまちづく りと地域福祉の推進のための施策

【 施 策】

（ １） バリアフリーのまちづく りの推進

① ユニバーサルデザインの考え方に基づいて、公共交通機関、公共施設などだけではなく 、移動を
円滑にしていくため、道路、駐車場等のバリアフリー化に取り組みます。

②手話、点字等によるコミュニケーション支援の充実や情報通信機器の活用などの「 情報のバリア
フリー」 の推進を図るための要員の養成・ 研修の支援を行います。

③高齢者、障がい者、外国人住民などへの偏見や差別などの「 意識のバリア」 や「 制度のバリア」
を取り除くために、人権啓発・ 教育を推進していきます。

④住民が地域社会、家庭、学校で「 共に生き」、「 共に働き」、「 共に学ぶ」 経験を共有し、人と人と
の関係に存在する「 バリア」を取り除くための人権に関する相談などを進めていく支援を行いま

す。

（ ２） 地域福祉の推進

①市民とともに「 インクルージョン」 の理念に基づき、障害の有無や年齢、性別や国籍など、それ
ぞれの違いや個性、多様性を尊重し、偏見や差別の解消に努め、希望する生活が実現できるため

に、地域住民が積極的に参加できる福祉・ 人権コミュニティづく りを推進します。

②社会制度からの支援を必要とする人々 への支援を行うとともに、福祉・ 人権コミュニティを中心

に、市民による自立や社会参加だけでなく 、地域全体の人たちの共通する問題の解決をするため

の体制づく りに取り組みます。

③人権尊重のまちづく りを推進するため、「 松阪市地域福祉計画」 による指針をもとに、地域福祉
と人権施策を推進する区域をおおむね小学校単位の範囲で取り組みます。

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

ホームページ

管理運営事業

（ 再掲）

【 施策 (1)-② 】

視覚に障がいのある人や高齢

者、外国人住民に情報格差を生

じさせないよう、誰でも使いや

すく 、分かりやすいホームペー

ジを作成します。

全ページを音声読み上げ及び文

字拡大に対応させるシステムや

英語、中国語、ポルトガル語、タ

ガログ語に自動翻訳できるシス

テムを導入し、利用を促進しま

す。また、音声版広報まつさかも

掲載します。

秘書広報課

バリアフリー

のまちづく り

活動事業

（ 再掲）

【 施策 (1)-① 、
(1)-③ 、(1)-④ 】

高齢者・ 障がい者が自由に行動

でき、安全で快適に生活できる

社会を実現するため、市民の視

点でバリアフリーの点検調査及

び意見提案を行うとともに啓発

活動等を実施します。

松阪市民バリアフリー推進チー

ムを組織し、市内公共施設等のバ

リアフリーチェックを実施しま

す。

地域福祉課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

第3 期松阪市地

域福祉（ 活動）計

画）

【 施策（ 2）-① 、
(2)-② 、(2)-③ 】

地域住民による地域福祉の推進

を行います。

住民協議会を主体とした地域福

祉活動を推進するため、市、社協、

地域包括支援センターで構成す

る「 地域連携活動サポートチー

ム」 による支援体制を強化しま

す。

地域福祉課

意思疎通支援

事業

【 施策 (1)-② 】

聴覚障がい者等が他人との意思

疎通を図るための支援を行いま

す。

市に登録された手話通訳者、※ １３

要約筆記者等を通した言葉のコ

ミュニケーション支援を推進し

ます。また、手話通訳者の確保に

つなげるため手話奉仕員養成講

座等を実施します。

障がい福祉

課

手話普及啓発

事業

【 施策 (1)-② 、
(1)-③ 】

手話は言語であるという認識の

もと、手話の理解と啓発を推進

します。

手話普及啓発イベントや手話講

座等を実施します。

障がい福祉

課

隣保館事業

（ 再掲）

【 施策 (2)-① 】

地域住民の自立支援を高めるた

め、各種事業を実施し、福祉の向

上に努めます。

地域住民の福祉の向上と自立支

援を図るため、年間を通して高齢

者福祉・介護・健康等の各種講座

や地域でのふれあい活動を実施

していきます。

第一隣保館

第二隣保館

中原文化セ

ンター

市営住宅管理

運営事業

【 施策 (1)-① 】

高齢者や身体障がい者が安全に

生活できるよう配慮した住宅を

提供します。

部屋内の段差の解消、手すりや非

常用ブザーの設置された住宅を

提供します。

住宅課

バリアフリー

事業

【 施策 (1)-① 】

すべての人が自由に移動し、安

全で快適に暮らせるように、ユ

ニバーサルデザインに基づいた

公共施設のバリアフリー化を推

進します。

道路、公園や公共施設におけるト

イレ、スロープ、駐車場などバリ

アフリー化の整備を進めます。

関係部局
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６ 人権課題解決のための基本施策

（ １） 同和問題

【 施 策】

①同和問題に対する正しい理解を深め、差別の現実を踏まえる中で、差別を解消するための教育・
啓発を推進します。また、教育、就労などの課題解決に向けた取り組みを行い、地域住民の自

己実現が図れる社会環境づく りを進めます。

②同和問題の解決に向け、地域、家庭、学校、職場など関係機関や関係団体等と連携しながら、
差別意識の解消に向けた取り組みを推進します。

③隣保館においては、地域と一体となった「 人権のまちづく り」 の拠点として機能を有し、周辺
地域を含めた地域福祉の向上や人権啓発のための住民交流の拠点となる開かれた施設として、

人権尊重の視点を踏まえてさまざまな事業を展開するとともに、「 新たな隣保館活動に向けて」

を改定します。また、広域隣保事業の充実に向けての取り組みや中学校区の人権教育団体との

積極的な連携を図ります。

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

市職員人権問

題研修事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

人権問題への認識を深め、バラ

ンス感覚を身に付けさせるこ

とを目的として研修を実施し

ます。

同和問題を身近な問題としてとら

え、正しい理解を深めるよう同和

問題をテーマに市職員に対する研

修を実施します。

職員課

人権啓発事業

（ 再掲）

【 施策 ① ②、 】

市民へ人権意識を高めるため

のさまざまな啓発行動を行い

ます。

同和問題など、さまざまな人権問

題を市の広報等に掲載し啓発を実

施します。

また、毎年６月の人権啓発強調月

間と１ ２月の人権週間に合わせ

て、関係機関や関係団体と連携し、

街頭啓発や講演会、映画会などを

実施します。

人権・ 男女

共同参画課

隣保館事業

（ 再掲）

【 施策 ① ②、 、

③ 】

人権問題への正しい理解と認

識を深めるために各種事業を

推進していきます。

啓発、広報活動を実施するととも

に、生活上の各種相談事業や人権

講演会、学習会等を実施します。

第一隣保館

第二隣保館

中原文化セ

ンター

広域隣保活動

事業

（ 再掲）

【 施策 ① ②、 、

③ 】

人権問題への正しい理解と認

識を深めるために各種事業を

推進していきます。

人権講演会、学習会等を実施しま

す。

第一隣保館
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

人権保育推進

事業

（ 再掲）

【 施策 ① ②、 】

それぞれの保育園での保育の

課題を明らかにして、人権保育

を推進するための保育の充実

を図ります。また職員研修や保

護者に対する啓発活動、各関係

機関等との連携を深めていき

ます。

松阪市人権保育基本方針に基づき

「 人権を大切にする心を育てる保

育」「 生きる力の基盤を育成する」

ことを大切にしながら人権保育行

動計画を作成し、 日々 の保育の見

直しを図ります。

また、保育士に対する人権研修を

年１回以上開催し、保護者に対す

る啓発活動や各関係機関等との連

携を進めていきます。

こども未来

課

企業人権啓発

事業

（ 再掲）

【 施策 ① ②、 】

企業内における同和問題につ

いての理解と認識を深めるた

め、啓発活動を実施します。

同和問題に関する啓発冊子等の配

布を市内企業に対し実施します。

また、公正採用選考人権啓発チラ

シを商工会議所会報等に折り込み

ます。

商工政策課

人権教育ネッ

ト ワーク推進

事業

（ 再掲）

【 施策 ① ②、 】

保育園、幼稚園、小学校、中学

校の連携のもとに実践研究を

公開、交流するとともに学校と

地域で連携した取組を行い、各

中学校区における人権教育の

推進を図ります。

各中学校区で組織する人権教育推

進協議会等や教職員で組織される

松阪市人権教育研究会に委託し、

中学校区を単位とした人権教育の

推進やネットワークの充実を図る

ため、中学校区人権フォーラムや

人権講演会等を実施します。

学校支援課
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（ ２） 女性の人権

【 施 策】

①市民一人ひとりが、個人の能力や個性を十分発揮するために、あらゆる社会の制度や慣行につ
いて、男女共同参画の視点が定着するよう広報・ 啓発活動を推進します。また、学校、地域に

おいて男女共同参画を推進するため、教育・ 学習の充実に努めます。

②市の審議会や委員会などの政策・ 方針決定の場へ女性の登用を推進します。また、企業、各種
団体に対して、男女共同参画に関する情報提供を行い、方針決定の場に女性の参画が進むよう

働きかけていきます。

③家庭生活における慣行について、男女共同参画の視点に立って見直し、性別による固定的な役
割分担、偏見につながらないように努めます。また、地域社会において男女がともに地域活動

に参加するための情報提供や自主的な取り組みに対し支援を行い、学習の機会を提供します。

④雇用の場における女性差別をなくすため、関係機関等と連携し、事業所等に対し、広報・ 啓発
活動に取り組みます。また、子育て支援や介護休業制度などの施策を推進します。

⑤家族的経営を行うための方針決定の場において女性の参画を高めていくため、農業・ 林業・ 漁
業・ 商業等の職業に従事する女性の役割の重要性を考慮し、関係機関と連携して推進します。

⑥夫や恋人などから受けるＤＶ（ ドメステック・ バイオレンス） 等の暴力の根絶に向けた広報活
動や学習機会の提供に努めるとともに、セクシュアル・ ハラスメントをなくすための啓発活動

やＤＶをはじめとする相談窓口の充実を図り、被害者が相談しやすい環境づく りを進めます。

⑦男女が互いの身体について正しい認識を持ち、病気の予防と健康増進を図るため、生涯を通じ
た健康管理の支援に取り組みます。また、妊婦や出産に関する健康支援や家庭や地域で自立の

ための生活支援に取り組みます。

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

人事管理事業

【 施策 ② 】
女性職員の登用及び職域の拡

大を図る等、個々 の強みを活か

せる配置を検討していきます。

異動希望調書の提出等を利用し

て女性職員の意欲と能力把握に

努めます。

職員課

特定事業主行

動計画推進事

業

【 施策 ③ ④、 】

仕事と家庭を両立して子育て

が行うことができるよう、職員

全てが本計画の趣旨を理解し、

職場をあげて職員の子育てを

支援するとともに、職員のニー

ズに即した対策を計画的に推

進します。

子育て支援に関する制度を紹

介、情報提供するとともに管理

職を対象とした「 特定事業主行

動計画研修」、「 イクボス研修」を

実施し、子育て支援に関する制

度の情報の提供及び取得しやす

い職場環境づく りについて周知

徹底を図ります。

職員課

市職員人権問

題研修事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

人権問題への認識を深め、バラ

ンス感覚を身に付けさせるこ

とを目的として研修を実施し

ます。

女性の人権、男女共同参画を身

近な問題としてとらえ、正しい

理解を深めるよう、女性の人権、

男女共同参画をテーマに市職員

に対する研修を実施します。

職員課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

市民活動にお

ける男女共同

参画推進事業

【 施策 ① ②、 、

③ 】

自治会・ 住民協議会、ＮＰＯな

どの市民活動団体に対して役

職者への女性の登用や各部会

及び団体の諸活動へ女性の参

加等が積極的になされるよう

に働きかけます。

住民協議会の活動への女性の参

画を促します。また、自治会連合

会の事業計画の中へ、男女共同

参画の推進の項目を位置づけ、

地区連合会への女性参画を推進

していただけるように働きかけ

ます。

地域づく り

連携課

人権啓発事業

（ 再掲）

【 施策 ① ③、 、

⑥ 】

市民へ人権意識を高めるため

のさまざまな啓発行動を行い

ます。

女性の人権など、さまざまな人

権問題を市の広報等に掲載し啓

発を実施します。また、毎年６月

の人権啓発強調月間と１２月の

人権週間に合わせて、関係機関

や関係団体と連携し、街頭啓発

や講演会、映画会などを実施し

ます。

人権・男女共

同参画課

男女共同参画

行政推進事業

（ 再掲）

【 施策 ① 、 ② 、
③ 、④ ⑤、 、⑥ 、
⑦ 】

男女の社会参画の促進及び機

会づく りを提供するため、市民

参画を支援します。また、各種

事業を実施し、市民啓発を図り

ます。

また、市の審議会等の女性委員

の登用率の向上を図ります。

毎年、男女共同参画松阪フォー

ラム実行委員会主催による男女

共同参画松阪フォーラムを開

催、男女共同参画週間時の街頭

啓発、企業訪問、さ・ し・ す・ せ

セミナーや連携映画祭の開催、

情報紙「 ひまわり」の発行、およ

び、審議会等の女性委員登用目

標値３５％を目指します。

人権・男女共

同参画課

成人保健事業

【 施策 ⑦ 】
男女が互いの身体について正

しい認識を持ち、病気の予防

と健康増進を図るため、生涯

を通じた健康管理の支援に取

り組みます。

病気の予防と健康増進を図るた

め、健康教育、健康相談、各種健

康診査を実施します。

健康づく り

課

母子保健事業

（ 再掲）

【 施策 ⑦ 】

妊婦や出産、子育てに関する

健康支援に取り組みます。

母子健康手帳の交付、妊産婦健

康診査、妊産婦・乳幼児に対する

健康相談・健康教育・訪問指導を

実施します。

健康づく り

課

女性保護事業

（ 再掲）

【 施策 ⑥ 】

保護が必要な女性の早期発見

並びに一般女性の福祉増進及

び配偶者等からの暴力の防止

等を図り、関係機関と連携し、

保護や自立支援を行います。

ＤＶ被害を受けた女性をはじ

め、保護や支援の必要な女性の

相談に応じます。また、相談員の

スキルアップを図るため、各種

研修会等に参加します。

こども支援

課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

地域子育て支

援拠点事業

（ 再掲）

【 施策 ④ 】

子育て家庭の支援活動の企画、

調整、実施を担当する職員を配

置し、子育て家庭等に対する育

児不安等についての相談業務

を行います。

市内５カ所の子育て支援センタ

ー（ ふれんず、森のくまさん、げ

んきっこ、かんがるー、やまっ

こ）では、遊びの場を提供すると

ともに、子育ての悩みについて、

保育士が相談に応じます。

こども未来

課

子育て支援シ

ョートステイ

事業

（ 再掲）

【 施策 ④ ⑥、 】

緊急一時的に保護を必要とす

る場合等に、当該児童等を一時

的に養育委託又は保護委託し、

当該児童及びその家族の福祉

の向上を図ります。

児童養護施設や母子生活支援施

設と契約し、緊急一時的に保護

が必要となった児童や家族の支

援を実施します。

こども支援

課

母子生活支援

施設入所事業

（ 再掲）

【 施策 ④ ⑥、 】

保護者が配偶者のいない女性

又はこれに準ずる事情にある

女性であって、その者の監護す

べき児童の福祉に欠けるとこ

ろがある場合、その保護者及び

児童を母子生活支援施設にお

いて保護を行います。

ＤＶ被害を受けるなど保護の必

要な母子を県内外の母子生活支

援施設で保護します。また適切

な対応を図るため、相談員や職

員が研修会等に参加し、スキル

アップを図ります。

こども支援

課

自立支援教育

訓練給付金事

業

【 施策 ① ④、 】

ひとり親家庭の親が、より収入

が高く 安定している正規雇用

として就業することを可能に

するため、就職に有利な資格の

取得を支援します。

介護福祉士、医療事務等の資格

取得のための講座費用の一部を

助成します。

こども支援

課

高等職業訓練

促進給付金等

事業

【 施策 ① ④、 】

ひとり親家庭の親が、より収入

が高く 安定している正規雇用

として就業することを可能に

するため、就職に有利な資格の

取得を支援します。

看護師、准看護師等の資格取得

のために養成機関で就学する場

合の生活費の負担軽減のための

給付金を支給します。

こども支援

課

ファミリーサ

ポートセンタ

ー利用支援補

助金

【 施策 ① ④、 】

ひとり親家庭の親等のファミ

リーサポートセンターの利用

を促進し、子育ての負担を軽減

します。

ファミリーサポートセンターの

利用料の一部を補助します。

こども支援

課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

産業文化部・

農業委員会・

関係機関合同

人権研修事業

【 施策 ⑤ 】

家族的経営を行うための方針

決定の場において女性の参画

を高め、農業・ 林業・ 漁業・ 商

業等の職業に従事する女性の

役割・ 人権が大切にされる社会

を目指すため、啓発活動により

意識の高揚を図ります。

年 1 回程度、職員及び関係する
団体に参加を呼びかけ、外部

講師による研修会を開催しま

す。

農水振興課

企業人権啓発

事業

（ 再掲）

【 施策 ② 、 ④ 】

企業内における人権や男女共

同参画についての理解と認識

を深めるため、啓発活動を実施

します。

女性に係る人権や男女共同参画

に関する研修会の開催、啓発冊

子等の配布を市内企業に対し実

施します。また、公正採用選考人

権啓発チラシを商工会議所会報

等に折り込みます。

商工政策課

人権教育ネッ

トワーク推進

事業

（ 再掲）

【 施策 ① ③、 、

⑥ 】

保育園、幼稚園、小学校、中学

校の連携のもとに実践研究を

公開、交流するとともに学校と

地域で連携した取組を行い、各

中学校区における人権教育の

推進を図ります。

各中学校区で組織する人権教育

推進協議会等や教職員で組織さ

れる松阪市人権教育研究会に委

託し、中学校区を単位とした人

権教育の推進やネットワークの

充実を図るため、中学校区人権

フォーラムや人権講演会等を実

施します。

学校支援課
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（ ３） 子どもの人権

【 施 策】

①子どもの権利条例は、市民の理解と共感がある程度成熟されているということが前提となる
ため、各種の啓発活動を通じて、市民意識の高揚に努め、「 松阪市子どもの権利条例」 の制定

に向けての取り組みに繋げていきます。また、学校における人権教育の中に「 児童の権利に関

する条約」 の学習を位置づけて、その促進を図ります。また、家庭・ 地域への啓発のために、

講演会の開催や啓発冊子の作成の取り組みを行います。

②各中学校区で取り組まれている小・中学生対象の「 人権フォーラム」の充実を図り、その取り
組みをさらに発展させ、各中学校区の取り組みを交流し、学び合うため｢子ども人権文化フェ

スタ｣に取り組みます。

③ いじめ、体罰、暴力、虐待などで子どもが苦しむことがないように「 子ども人権オンブズパー
ソン」 の設置やネットいじめ等に対応するためのマニュアルの活用、及び関係機関が連携し

て具体的かつ、早期な対応と適切な予防策を講じる取り組みを進めます。

④虐待を受けた子どもの早期発見や適切な保護を図るために、関係機関やＮＰＯ、関係団体に
よる「 松阪市児童支援連絡協議会」の充実を図るとともに、関係機関と連携して、子ども虐待

の早期発見と防止に関する啓発の取り組みを進めます。

⑤地域における子育て環境の整備のため、子育てに関する相談や情報提供、地域の子育て支援
関係者の人材育成やネットワークづくりを進めます。

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

市職員人権問

題研修事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

人権問題への認識を深め、バラ

ンス感覚を身に付けさせるこ

とを目的として研修を実施し

ます。

子どもの人権を身近な問題とし

てとらえ、正しい理解を深める

よう、子どもの人権をテーマに

市職員に対する研修を実施しま

す。

職員課

人権啓発事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

市民への人権意識を高めるた

めに、さまざまな啓発活動を行

います。

子どもの人権など、さまざまな

人権問題を市の広報等に掲載し

啓発を実施します。また、毎年６

月の人権啓発強調月間と１２月

の人権週間に合わせて、関係機

関や関係団体と連携し、街頭啓

発や講演会、映画会、人権の花運

動などを実施します。

人権・ 男女

共同参画課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

人権保育推進

事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

それぞれの保育園での保育の

課題を明らかにして、人権保育

を推進するための保育の充実

を図ります。また職員研修や保

護者に対する啓発活動、各関係

機関等との連携を深めていき

ます。

松阪市人権保育基本方針に基づ

き「 人権を大切にする心を育て

る保育」「 生きる力の基盤を育成

する」 ことを大切にしながら人

権保育行動計画を作成し、日々

の保育の見直しを図ります。

また、保育士に対する人権研修

を年１回以上開催し、保護者に

対する啓発活動や各関係機関等

との連携を進めていきます。

こども未来

課

家庭児童相談

事業

（ 再掲）

【 施策 ③ ④、 、

⑤ 】

家庭における児童の養育にか

かる諸問題、身体上・ 精神上の

障がい、しつけ、非行、虐待な

どの相談を行い、関係機関との

連携を図ります。

家庭における諸問題を抱える市

民の方の相談に相談員が応じま

す。また、相談内容によっては、

より専門的な機関につなげてい

きます。

こども支援

課

地域子育て支

援拠点事業

（ 再掲）

【 施策 ⑤ 】

子育て家庭の支援活動の企画、

調整、実施を担当する職員を配

置し、子育て家庭等に対する育

児不安等についての相談業務

を行います。

市内５カ所の子育て支援センタ

ー（ ふれんず、森のくまさん、げ

んきっこ、かんがるー、やまっ

こ）では、遊びの場を提供すると

ともに、子育ての悩みについて、

保育士が相談に応じます。

こども未来

課

要保護児童対

策事業費

（ 再掲）

【 施策 ③ ④、 】

児童虐待・ ＤＶ等に関し、適切

な対応をするため、保健、医療、

福祉、教育、地域関係機関・ 団

体で構成するネットワークの

強化を図ります。また児童虐待

防止のために、啓発活動に取り

組みます。

各関係機関をはじめ、地域等か

らの通告により、児童虐待等の

早期発見・対応を図ります。松阪

市児童支援連絡協議会（ Ｍ．ＣＡ

Ｐ）の代表者会議、事務局会議を

適宜開催して、ネットワークの

強化を図ります。また１１月の

児童虐待防止推進月間を中心に

ポスターやパンフレット等を掲

示・配布し、啓発活動に取り組み

ます。

こども支援

課

子育て支援シ

ョートステイ

事業

（ 再掲）

【 施策 ④ 】

緊急一時的に保護を必要とす

る場合等に、当該児童等を一時

的に養育委託又は保護委託し、

当該児童及びその家族の福祉

の向上を図ります。

児童養護施設や母子生活支援施

設と契約し、緊急一時的に保護

が必要となった児童や家族の支

援を実施します。

こども支援

課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

病児・ 病後児

保育運営委託

事業

【 施策 ⑤ 】

保護者の子育てと就労の両立

を支援するために、保育園等に

通園中の児童等が、いまだ病気

の回復に至らない場合又は病

気の回復期にあって、集団保育

を受けることが困難な場合に

一時的に預かる事業を実施し

ます。

保育園等に通園中の児童等が、

いまだ病気の回復に至らない場

合又は病気の回復期にあって、

集団保育を受けることが困難な

場合に、医療法に基づく医療機

関が付設する総合託児施設に、

一時的に保育を委託します。

こども未来

課

母子生活支援

施設入所事業

（ 再掲）

【 施策 ④ 】

保護者が配偶者のいない女性

又はこれに準ずる事情にある

女性であって、その者の監護す

べき児童の福祉に欠けるとこ

ろがある場合、その保護者及び

児童を母子生活支援施設にお

いて保護を行います。

ＤＶ被害を受けるなど保護の必

要な母子を県内外の母子生活支

援施設で保護します。また適切

な対応を図るため、相談員や職

員が研修会等に参加し、スキル

アップを図ります。

こども支援

課

育ちサポート

推進事業

【 施策 ① 】

知的障がいや情緒障がいのほ

か心身に障がいをもつ幼児に

対し、保育園における保育を通

して心身の発達を促進するた

めに、保育士の知識や技能習得

を図り、保育の資質向上に努め

ます。

障がい児の保育を担当する保育

士の知識・技能の習得のため、指

導講師による各保育園への巡回

指導及び研修会・ 研究会等を開

催します。

子ども発達

総合支援セ

ンター

養育支援訪問

事業

【 施策 ⑤ 】

子どもの養育に関し、支援が必

要な家庭に対して、安定した養

育が出来るように訪問支援を

実施します。

養育の支援の必要があると判断

した家庭に対して、子育て経験

者等による育児、家事の援助又

は保健師等による具体的な育児

に関する技術的支援を実施しま

す。

こども支援

課

放課後児童ク

ラブ活動事業

【 施策 ⑤ 】

昼間保護者のいない家庭の児

童の健全育成を図るため、地域

住民の積極的な協力のもと、放

課後児童クラブを設置します

市内３６カ所で保護者会等の組

織に補助金を交付し、保護者が

労働等により、昼間家庭にいな

い小学校に就学している児童に

対して、授業終了後、指導員によ

る遊びを主とした育成指導を実

施します。

生涯学習課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

母子保健事業

（ 再掲）

【 施策 ⑤ 】

母子保健法等に基づく 母子健

康管理と子育て支援事業を備

えた子育て世代包括支援セン

ターを中心に、妊娠・ 出産・ 子

育てに関するニーズを把握し、

情報提供と相談支援します。ま

た、地域の関係機関とのコーデ

ィネートを行います。

妊娠届け出の面接時、各母子健

康相談や健康教育を通じて、相

談しやすい環境をつく り、支援

を必要とする場合は、支援プラ

ンの構築を行い、「 松阪版ネウボ

ラ」 として途切れない支援を実

施します。

健康づく り

課

特別支援教育

推進事業

【 施策 ⑤ 】

障がいのある児童生徒一人ひ

とりの教育的ニーズに応じた

教育実践や生活体験等の行事

を積極的に行い、特別支援教育

を推進します。

特別な支援を必要とする児童生

徒に学習面や生活面で教育的支

援を行う「 学校生活アシスタン

ト 」を配置し、適切な指導及び支

援を実施します。

学校間の交流や啓発活動を推進

するために、諸行事や研修会等

を実施します。

学校支援課

いじめ等対策

事業

（ 再掲）

【 施策 ③ 】

生徒児童の悩みやストレス等

を早期に発見し、心のケアを行

うとともに課題の解消に向け

た取り組みを支援するため、専

門性を有する相談員を派遣し

ます。また、学級満足度尺度調

査（ Ｑ－Ｕ） を実施することに

より、児童生徒の状況を把握

し、いじめや不登校の未然防止

に努めるとともに指導の充実

を図ります。

小中兼務型相談員（ ハートケア

相談員） として、中学校区に

派遣します。ハートケア会議と

して、中学校区の情報交換を行

い、途切れのない支援が実施で

きるよう、取り組みます。

Ｑ-Ｕの検査結果を、校内研修会

や学年会等で情報交換し、児童

生徒の理解に活用し、いじめ等

の早期発見に努めます。

学校支援課

教育支援セン

ター推進事業

【 施策 ③ 】

不登校児童生徒への援助・支援

を行います。

・ 鈴の森教室

・ 三雲やまゆり教室

両教室において、ＮＰＯ・団体等

と連携し、不登校児童生徒への

通室指導や教育相談、体験活動

等の支援を行うとともに、特別

相談会等を実施し、保護者や教

職員への支援を実施します。

学校支援課

子ども支援

研究センタ

ー



25

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

教育相談事業

【 施策 ③ ⑤、 】

幼児児童生徒の生活、いじめ、

不登校、問題行動等について、

子どもや保護者・ 教職員への教

育相談、専門家によるカウンセ

リング相談を行います。

幼児児童生徒・ 保護者や教職員

等の教育関係者に対して、電話

による相談や予約による面接相

談、第１, 3 土曜については休日

教育相談を実施します。

臨床心理士によるカウンセラー

相談（ 月15回） を実施し、より

困難な課題についてカウンセリ

ングを実施します。また、子ども

に対して、プレイセラピーや箱

庭療法等の心理療法を、教職員

等の関係者に対して、コンサル

テーションを実施します。

学校支援課

子ども支援

研究センタ

ー

人権教育ネッ

トワーク推進

事業

（ 再掲）

【 施策 ① ②、 】

保育園、幼稚園、小学校、中学

校の連携のもとに実践研究を

公開、交流するとともに学校と

地域で連携した取組を行い、各

中学校区における人権教育の

推進を図ります。

各中学校区で組織する人権教育

推進協議会等や教職員で組織さ

れる松阪市人権教育研究会に委

託し、中学校区を単位とした人

権教育の推進やネットワークの

充実を図るため、中学校区人権

フォーラムや人権講演会等を実

施します。

学校支援課

青少年健全育

成事業

【 施策 ⑤ 】

青少年の健全育成を図るため、

家庭教育講座、青少年育成のつ

どい講演会や非行防止パトロ

ールなどの取り組みを進めま

す。

行政と各地区健全育成会や関係

機関・団体が連携して、子どもや

保護者、学校関係者等を対象と

した、家庭教育講座や子ども体

験教室、青少年育成のつどい講

演会の開催や非行防止パトロー

ルなどを実施します。

生涯学習課

子どもの権利

条例制定に向

けての取組み

【 施策 ① 】

啓発活動を通じて市民意識の

高揚に努め、条例制定に向けて

の取り組みに繋げていきます。

関係各課と連携を図りながら検

討していきます。

こども支援

課

学校支援課
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（ ４） 高齢者の人権

【 施 策】

①高齢者が永年培ってきた知識・経験・能力を積極的に活用するため、関係機関等との連携を図
り、雇用、就業の機会の確保のための取り組みを進めます。

②住み慣れた地域で高齢者が自立した生活を営めるよう、質の高い保健福祉サービスを担う人
材や地域でのボランティアを確保・ 育成するとともに、質の向上を図る取り組みを行います。

また、施設サービスを必要とする高齢者が地域で安心して暮らせるよう社会環境の整備を進

めます。

③高齢者虐待に対応するため、相談体制の充実や高齢者・ 障がい者虐待防止ネットワーク連絡
協議会との連携強化を行うとともに、虐待に対する適切な対応を行えるよう、市民への啓発

とともに、高齢者虐待に関する事例検討や課題研究を進めるなどの研修の充実を図ります。

また、日常生活に支援が必要な認知症高齢者の急速な増加に対応するための総合的な支援対

策を推進します。

④高齢者の人権に配慮した社会環境の整備を進め、自立した生活を営むための生活支援、高齢
者の権利擁護にかかわる相談等への対応、成年後見制度の円滑な利用を支援する等、また孤

独死をなく し、尊厳ある生活を送ることができるよう地域の一人ひとりによるネットワーク

の構築などさまざまなしくみづく りや高齢者の支援に取り組みます。

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

市職員人権問

題研修事業

（ 再掲）

【 施策 ③ 】

人権問題への認識を深め、バラ

ンス感覚を身に付けさせるこ

とを目的として研修を実施し

ます。

高齢者の人権を身近な問題とし

てとらえ、正しい理解を深める

よう、高齢者の人権問題をテー

マに市職員に対する研修を実施

します。

職員課

人権啓発事業

（ 再掲）

【 施策 ③ 】

市民への人権意識を高めるた

めに、さまざまな啓発活動を行

います。

高齢者の人権など、さまざまな

人権問題を市の広報等に掲載し

啓発を実施します。また、毎年６

月の人権啓発強調月間と１２月

の人権週間に合わせて、関係機

関や関係団体と連携し、街頭啓

発や講演会、映画会などを実施

します。

人権・ 男女

共同参画課

地域交流型一

般デイサービ

ス

【 施策 ② 】

過疎地において、閉じこもり

がちな高齢者の方に日常生活

動作訓練や教養・ スポーツな

どの各種サービスを行いま

す。

デイサービスセンター等におい

て週１回程度、日常生活動作訓

練、教養・ スポーツ活動などの

サービスを提供します。

高齢者支援

課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

緊急通報装置

貸与事業

【 施策 ④ 】

心身に障がいのある、おおむね

６５歳以上のひとり暮らしの

高齢者の方に緊急通報装置を

貸与し、急病や災害等の緊急時

に迅速かつ適切な対応を図り

ます。

急病や災害が発生した時、緊急

通報装置のボタンを押すだけで

緊急通報センターとの連絡がで

き、迅速な救難・支援活動が実施

できる装置の貸与を実施しま

す。

高齢者支援

課

高齢者在宅生

活支援事業

【 施策 ② ④、 】

在宅の高齢者に対して人材を

派遣し庭の草取り等、軽易な日

常生活上の援助を行うことに

より、自立した生活の継続を可

能にするとともに、自立生活を

支援します。

在宅生活が持続できるよう日常

生活の軽易な支援を行うため、

必要な人材を派遣し、生活援助

を実施します。

高齢者支援

課

各種相談業務

事業

【 施策 ④ 】

高齢者に対しての各種相談業

務を行います。

高齢者の生活支援や介護等につ

いて相談を受け、必要なサービ

スが受けられるよう、支援しま

す。

高齢者支援

課

介護保険サー

ビスの提供

【 施策 ② 】

要介護状態となっても、住みな

れた地域で、自分らしく 、でき

る限り自立した暮らしができ

るよう必要な介護サービスを

提供します。

要介護状態又は要支援状態の被

保険者に応じた、必要な保険給

付を行います。

介護保険課

成年後見制度

利用支援事業

（ 再掲）

【 施策 ④ 】

低所得の高齢者・ 障がい者に、

成年後見制度の市長申し立て

に要する経費や成年後見人等

の報酬の助成、制度についての

啓発を行います。

地域包括支援センター等との連

携により、パンフレット等を利

用し、市民への制度の啓発をし

ていきます。また、身寄りのない

方には、市長申し立てを進めて

行きます。

高齢者支援

課

障がい福祉

課

高齢者・ 障が

い者虐待防止

ネットワーク

事業

（ 再掲）

【 施策 ③ 】

高齢者や要介護者、障がい者の

尊厳を守り、高齢者等が住みな

れた地域で安心して暮らすこ

とができるよう、関係機関がネ

ットワークを構築し、高齢者虐

待の予防・早期発見・早期対応・

再発予防に取り組んでいきま

す。

ネットワークを強化し、早期に

発見し、迅速かつ適切な支援に

つなげていきます。松阪市高齢

者虐待・ 対応マニュアル等に基

づいた適切な支援ができるよ

う、研修体制を強化し、地域包

括支援センターや関係機関に周

知をしていきます。

高齢者支援

課

障がい福祉

課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

認知症総合支

援事業

（ 再掲）

【 施策 ② ③、 、

④ 】

地域において認知症の本人と

家族を支えるために、認知症の

対応を行うマンパワーや拠点

などの地域資源をネットワー

ク化し、相互の連携をしながら

有効な支援体制を構築します。

認知症スクリーニングや認知症

予防教室を開催し、啓発及び予

防に努めます。専門家による物

忘れ相談会の開催や認知症初期

集中支援チームによる相談・ 訪

問により、医療と連携し早期対

応・支援を行います。また、認知

症サポーター、高齢者安心見守

り隊の養成を行い地域の見守り

体制を構築していきます。徘徊

ＳＯＳネットワークまつさかの

稼動により行方不明高齢者の早

期発見・ 保護に努めます。

高齢者支援

課

地域包括支援

センター事業

（ 再掲）

【 施策 ② ③、 、

④ 】

包括的支援業務と呼ばれる基

本４業務(総合相談支援業務、

権利擁護業務、包括的・ 継続的

ケアマネジメント業務、介護予

防ケアマネジメント事業)を一

体的に行います。関係機関との

連携を図り、地域包括ケアの中

核機関として役割を担います。

地域の高齢者やその家族の介護

に関する悩みや相談に対応しま

す。また、虐待を早期に発見した

り消費者被害などに対応しま

す。高齢者の心身の状態にあわ

せた介護予防教室を実施した

り、暮らしやすい地域にするた

めに様 な々機関とのネットワー

クづく りを進めます。

高齢者支援

課

高年齢者労働

能力活用事業

【 施策 ① 】

シルバー人材センターを支援

し、働く ことを通じて社会参加

と生きがいを求める高齢者の

就労機会の確保を図ります。

国の補助金に応じた財政支援を

行うことで、安定した団体運営

の基盤を支えます。

商工政策課

市営住宅管理

運営事業

（ 再掲）

【 施策 ④ 】

高齢者が自立して安全かつ快

適な生活を営むことができる

よう配慮した住宅を提供しま

す。

高齢者世帯向住宅、老年者等単

身世帯向住宅、高齢者及び身体

障がい者世帯向住宅の入居者を

5～6月、11～12月の年２回募集

します。

住宅課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

人権教育ネッ

トワーク推進

事業

（ 再掲）

【 施策 ③ 】

保育園、幼稚園、小学校、中学

校の連携のもとに実践研究を

公開、交流するとともに学校と

地域で連携した取組を行い、各

中学校区における人権教育の

推進を図ります。

各中学校区で組織する人権教育

推進協議会等や教職員で組織さ

れる松阪市人権教育研究会に委

託し、中学校区を単位とした人

権教育の推進やネットワークの

充実を図るため、中学校区人権

フォーラムや人権講演会等を実

施します。

学校支援課

生涯学習振興

事業

【 施策 ③ 】

高齢者の学習要求に応え、いき

がいのある充実した生活を実

現するため、高齢者学級等の学

習機会の充実に努めます。

公民館事業における高齢者学級

等で、高齢者の人権問題など学

習会を開催します。

生涯学習課
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（ ５） 障がいのある人の人権

【 施 策】

① 「 障害者の権利に関する条約」及び「 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」など
を踏まえて、あらゆる機会を通して、学校・ 地域・ 事業所・ 職場などにおいて教育・ 啓発に取

り組みます。また、障がいのある子どもの教育については、この条約の趣旨を踏まえ、共生共

学の「 合理的配慮」 を実施し、進めていきます。

②障がい者の雇用の機会を保障するため、関係機関と連携して、職種・職場の開拓や職業紹介か
ら就職・職場定着後のフォローに至るまでの継続的な支援を積極的に取り組みます。また、就

業時の差別・人権侵害をなく し、職場環境の合理的配慮を推進するため、事業者などへの啓発

を進めます。

③障がい者が地域で自立した生活を行うことができるよう、住まいの場を確保するとともに、
障がい当事者によるピアサポート活動に対する支援を行い、障がい当事者のエンパワーメン

トを図ります。また、国・ 県・ 市民活動の組織などと連携し、障がい者の人権、生活に関わる

さまざまな問題に対応する相談体制の充実を図り、地域での自立した生活を支援します。

④障がい者が地域住民として地域社会活動や行事等に参画し、また、障がい者施設等の活動に
地域の人びとがボランティアなどとして日常的に関わりをもつことのできる環境づく りに取

り組みます。

⑤生活環境面での物理的なバリアフリーや補助犬に対する理解など障がい者が安心して生活で
きるまちづく りに取り組みます。

⑥ 「 障害者差別解消支援地域協議会」（ 仮称） の設置に向け、障害を理由とする差別の効果的か
つ円滑な解消に取り組みます。

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

市職員人権問

題研修事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

人権問題への認識を深め、バラ

ンス感覚を身に付けさせるこ

とを目的として研修を実施し

ます。

障がいのある人の人権を身近な

問題としてとらえ、正しい理解

を深めるよう、障がいのある人

の人権問題をテーマに市職員に

対する研修を実施します。

職員課

人権啓発事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

市民への人権意識を高めるた

めに、さまざまな啓発活動を行

います。

障がいのある人の人権など、さ

まざまな人権問題を市の広報等

に掲載し啓発を実施します。ま

た、毎年６月の人権啓発強調月

間と１２月の人権週間に合わせ

て、関係機関や関係団体と連携

し、街頭啓発や講演会、映画会な

どを実施します。

人権・ 男女

共同参画課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

自立支援協議

会事業

【 施策 ① ②、 、

⑥ 】

障がい者福祉事業の中核的協

議の場として地域自立支援協

議会にて、関係機関との調整、

相談支援員研修会等を行いま

す。また、障がいを理由とする

差別を解消するための取組を

効果的かつ円滑に行う障がい

者差別解消支援地域協議会を

運営します。

障がい者(児)にかかる生活・ 就

学・ 就業等事業の継続的な支援

を行うための計画に基づく 事業

の評価と検討を行うとともに、

支援者のための研修会を実施し

ます。また、障がい者差別の解消

にかかる関係機関相互の連携、

情報共有と啓発等を行います。

障がい福祉

課

障がい者ケア

事業

【 施策 ③ 】

身体障がい者や知的障がい者

等、又はその家族からの相談に

応じて必要な助言・指導及び支

援を行います。

障がい者又は、その家族等が相

談員として、身体障がい者や知

的障がい者等の生活面での不安

を解消するため、更生援護に関

して、本人や家族等に対する相

談・ 助言の支援を実施します。

障がい福祉

課

地域活動相談

支援事業

（ 再掲）

【 施策 ③ ④、 】

障がい者が地域で自立した生

活をするための相談と活動の

支援を行います。

障がい者等が自立した日常生活

又は社会生活を営むことができ

るよう、障がい者（ 児）の保護者

等からの相談に応じ、必要な情

報の提供や権利擁護のための必

要な援助等総合的な相談支援を

実施します。

障がい福祉

課

高齢者・ 障が

い者虐待防止

ネットワーク

事業

（ 再掲）

【 施策 ③ 】

高齢者や介護者、障がい者の尊

厳を守り、高齢者等が住みなれ

た地域で安心して暮らすこと

ができるよう、関係機関がネッ

トワークを構築し、高齢者・ 障

がい者虐待の予防・ 早期発見・

早期対応・再発予防に取り組ん

でいきます。

ネットワークを強化し、早期に

発見し、迅速かつ適切な支援に

つなげていきます。松阪市高齢

者虐待・ 対応マニュアル等に基

づいた適切な支援ができるよ

う、研修体制を強化し、地域包括

支援センターや関係機関に周知

をしていきます。

高齢者支援

課

障がい福祉

課

成年後見制度

利用支援事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

低所得の高齢者・ 障がい者に、

成年後見制度の市長申し立て

に要する経費や成年後見人等

の報酬の助成、制度についての

啓発を行います。

地域包括支援センター等との連

携により、パンフレット等を利

用し、市民への制度の啓発をし

ていきます。また、身寄りのない

方には、市長申し立てを進めて

いきます。

高齢者支援

課

障がい福祉

課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

育ちサポート

推進事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

知的障がいや情緒障がいのほ

か心身に障がいをもつ幼児に

対し、保育園における保育を通

して心身の発達を促進するた

めに、保育士の知識や技能習得

を図り、保育の資質向上に努め

ます。

障がい児の保育を担当する保育

士の知識・技能の習得のため、指

導講師による各保育園への巡回

指導及び研修会・ 研究会等を開

催します。

子ども発達

総合支援セ

ンター

家庭児童相談

事業

（ 再掲）

【 施策 ③ 】

家庭における児童の養育にか

かる諸問題、身体上・ 精神上の

障がい、しつけ、非行、虐待な

どの相談を行い、関係機関との

連携を図ります。

家庭における諸問題を抱える市

民の方の相談に相談員が応じま

す。また、相談内容によっては、

より専門的な機関につなげてい

きます。

こども支援

課

第3 期松阪市

地域福祉（ 活

動） 計画

（ 再掲）

【 施策 ④ 】

地域住民による地域福祉の推

進を行います。

住民協議会を主体とした地域福

祉活動を推進するため、市、社

協、地域包括支援センターで構

成する「 地域連携活動サポート

チーム」 による支援体制を強化

します。

地域福祉課

企業人権啓発

事業

（ 再掲）

【 施策 ② 】

企業内における障がい者雇用

についての理解と認識を深め

るため、啓発活動を実施しま

す。

障がい者雇用に関する研修会の

開催、啓発冊子等の配布を市内

企業に対し実施します。また、公

正採用選考人権啓発チラシを商

工会議所会報等に折り込みま

す。

商工政策課

市営住宅管理

運営事業

（ 再掲）

【 施策 ⑤ 】

身体に障がいのある人が自立

して安全かつ快適な生活を営

むことができるよう配慮した

住宅を提供します。

身体障がい者介護世帯向住宅、

身体障がい者単身世帯向住宅、

高齢者及び身体障がい者世帯向

住宅の入居者を5～6月、11～12

月の年２回募集します。

住宅課

特別支援教育

推進事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

障がいのある児童生徒一人ひ

とりの教育的ニーズに応じた

支援を行い、特別支援教育を推

進します。

特別な支援を必要とする児童生

徒に学習面や生活面で教育的支

援を行う「 学校生活アシスタン

ト 」を配置し、適切な指導及び支

援を実施します。

学校支援課



33

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

人権教育ネッ

トワーク推進

事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

保育園、幼稚園、小学校、中学

校の連携のもとに実践研究を

公開、交流するとともに学校と

地域で連携した取り組みを行

い、各中学校区における人権教

育の推進を図ります。

各中学校区で組織する人権教育

推進協議会等や教職員で組織さ

れる松阪市人権教育研究会に委

託し、中学校区を単位とした人

権教育の推進やネットワークの

充実を図るため、中学校区人権

フォーラムや人権講演会等を実

施します。

学校支援課

バリアフリー

事業

（ 再掲）

【 施策 ⑤ 】

すべての人が自由に移動し、安

全で快適に暮らせるように、ユ

ニバーサルデザインに基づい

て、公共施設のバリアフリー化

を推進します。

道路、公園や公共施設における

トイレ、スロープ、駐車場などバ

リアフリー化の整備を進めま

す。

関係部局
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（ ６） 外国人住民の人権

【 施 策】

①外国人住民との相互理解のために、歴史、文化、生活習慣についての正しい認識を深め、それ
ぞれの生活様式を尊重し、差別や偏見をなくすための教育・ 啓発を推進します。

②外国人住民の社会生活における支援の充実について、行政・ 事業者・ 住民組織・関係団体等と
連携を図り、外国人住民がさまざまな困難な状況で生活に支障をきたさないよう支援のしく

みをつく ります。また、地域内交流の促進に努めるために、「 松阪市多文化共生ネットワーク」

との連携を図ります。

③外国人児童生徒の教育を受ける権利を保障するために、初期適応支援教育の整備と拡充に努
め、各学校における外国人児童生徒教育の推進体制の確立等を図ります。また、不就学児の把

握や義務教育未修了者の教育権の保障に努めます。

④日常生活や災害時に対応する情報の多言語化に努めるとともに、総合相談窓口の設置などに
日常生活上の問題等について気軽に相談できる体制づく りの充実に取り組みます。

⑤外国人住民を対象にした日本語教室の取り組みを進めます。
⑥外国人の雇用問題については、ハローワークと連携し、取り組みを進めます。
⑦ 「 松阪市外国人児童生徒の人権にかかわる教育指針」 に沿った各学校における行動計画の作
成に取り組みます。

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

ホームページ

管理運営事業

（ 再掲）

【 施策 ④ 】

外国人住民に情報格差を生じ

させないよう、外国人住民が使

いやすく 、分かりやすいホーム

ページを作成します。また、行

政情報を多言語化して配信し

ます。

全ページを英語、中国語、ポルト

ガル語、タガログ語に自動翻訳

できるシステムを導入し、日本

語と同様の情報発信を実施しま

す。また、１０言語に対応できる

システムを導入し、広報まつさ

かを配信します。

秘書広報課

市職員人権問

題研修事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

人権問題への認識を深め、バラ

ンス感覚を身に付けさせるこ

とを目的として研修を実施し

ます。

外国人住民の人権を身近な問題

としてとらえ、正しい理解を深

めるよう、外国人住民の人権問

題をテーマに市職員に対する研

修を実施します。

職員課

人権啓発事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

市民への人権意識を高めるた

めに、さまざまな啓発活動を行

います。

外国住民の人権など、さまざま

な人権問題を市の広報等に掲載

し啓発を実施します。また、毎年

６月の人権啓発強調月間と１２

月の人権週間に合わせて、関係

機関や関係団体と連携し、街頭

啓発や講演会、映画会などを実

施します。

人権・ 男女

共同参画課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

多文化共生推

進事業

（ 再掲）

【 施策 ② 】

外国人住民と日本人が異なる

文化や習慣を理解し、互いに協

力し合い、差別のない多文化が

いきいきと共生する松阪市を

めざし、交流イベントや講演

会、研修会などを行います。

交流イベントの開催や外国にル

ーツのある中高生の活動等を支

援します。

人権・ 男女

共同参画課

観光交流課

学校支援課

生活オリエン

テーショ ン事

業

（ 再掲）

【 施策 ④ 】

外国人住民に対し、母語等によ

り、生活情報の提供・ 説明や市

役所での通訳並びに庁内文書

の翻訳を行います。

市役所１階にポルトガル語・ フ

ィ リピノ語通訳各１名を配置

し、外国人住民からの各種相談

等の通訳を行なうとともに、市

役所庁内の文書の翻訳を実施し

ます。

人権・ 男女

共同参画課

外国語翻訳業

務等事業

（ 再掲）

【 施策 ④ 】

外国人児童の入園に伴い、児童

及び保護者との通訳や保育園

だより等の翻訳、電話等による

相談を行います。

ポルトガル語、フィリピノ語等

の通訳を拠点園に配置し、外国

人児童や保護者等の相談に応じ

ます。また、各保育園の要請によ

り通訳を派遣します。

こども未来

課

企業人権啓発

事業

（ 再掲）

【 施策 ⑥ 】

企業内における人権や男女共

同参画についての理解と認識

を深めるため、啓発活動を実施

します。

外国人に係る人権や男女共同参

画に関する研修会の開催、啓発

冊子等の配布を市内企業に対し

実施します。また、公正採用選考

人権啓発チラシを商工会議所会

報等に折り込みます。

商工政策課

地域国際化推

進事業

（ 再掲）

【 施策 ② 】

外国人住民及び、地域の多文化

共生に関連する団体・個人と連

携を図り、地域国際化の発展・

充実を図ります。

外国人住民及び多文化共生に関

わる団体・ 個人との意見交換会

等を開催します。

また松阪国際交流協会等の交流

団体の活動を支援します。

観光交流課

人権教育ネッ

トワーク推進

事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

保育園、幼稚園、小学校、中学

校の連携のもとに実践研究を

公開、交流するとともに学校と

地域で連携した取組を行い、各

中学校区における人権教育の

推進を図ります。

各中学校区で組織する人権教育

推進協議会等や教職員で組織さ

れる松阪市人権教育研究会に委

託し、中学校区を単位とした人

権教育の推進やネットワークの

充実を図るため、中学校区人権

フォーラムや人権講演会等を実

施します。

学校支援課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

外国人児童生

徒受入促進事

業

（ 再掲）

【 施策 ⑦ 】

松阪市全域における外国人児

童生徒の学校全体での受入体

制の整備を行います。

また、外国人児童生徒の小・ 中

学校への初期適応支援や日本

語学習支援及び教育上の多様

な課題に取り組みます。

外国人児童生徒の在籍の多い小

中学校を指定し、大学等関係機

関と連携して、学力向上・アイデ

ンティティの確立、校内体制の

整備等、学校における教育実践

について協議し、交流します。ま

た、指定校における取り組みや

作成された文書・ 教材等の全市

的な共有化を図ります。

さらに初期適応支援教室「 い

っぽ」 の開設や各学校への母語

スタッフの巡回指導や進路保障

の取り組みとして、進路ガイダ

ンスを実施します。

また、外国人児童生徒及び保護

者の相談窓口として母語スタッ

フによるサポートデスクの開設

や就学状況の調査と就学促進、

保護者連絡文書の翻訳などをし

ます。

学校支援課
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（ ７） アイヌ民族の人権

【 施 策】

① アイヌ問題の理解を深めるために、アイヌ民族との交流や講演会の開催、啓発冊子やアイヌ
民族の副読本を活用した人権学習の推進に取り組むなど人権教育・ 啓発の推進を図ります。

② アイヌ民族への理解を深めるため、学びの場としての「 松浦武四郎記念館」の活動の充実を図
っていく とともに、社会教育・ 学校教育との連携を深めていきます。

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

市職員人権問

題研修事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

人権問題への認識を深め、バラ

ンス感覚を身に付けさせること

を目的として研修を実施しま

す。

アイヌ民族の人権を身近な問題

としてとらえ、正しい理解を深

めるよう、アイヌ民族の人権を

テーマに市職員に対する研修を

実施します。

職員課

人権啓発事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

市民への人権意識を高めるため

に、さまざまな啓発活動を行い

ます。

アイヌ民族の人権など、さまざ

まな人権問題を市の広報等に掲

載し啓発を実施します。また、毎

年６月の人権啓発強調月間と１

２月の人権週間に合わせて、関

係機関や関係団体と連携し、街

頭啓発や講演会、映画会などを

実施します。

人権・ 男女

共同参画課

人権教育ネッ

トワーク推進

事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

保育園、幼稚園、小学校、中学校

の連携のもとに実践研究を公

開、交流するとともに学校と地

域で連携した取組を行い、各中

学校区における人権教育の推進

を図ります。

各中学校区で組織する人権教育

推進協議会等や教職員で組織さ

れる松阪市人権教育研究会に委

託し、中学校区を単位とした人

権教育の推進やネットワークの

充実を図るため、中学校区人権

フォーラムや人権講演会等を実

施します。

学校支援課

武四郎まつり

におけるアイ

ヌ古式舞踊等

の披露による

アイヌ文化普

及啓発事業

【 施策 ② 】

アイヌ民族に受け継がれる伝統

文化に身近に触れるとともに、

武四郎を「 縁」（ えにし） とした

アイヌの人びとと松阪市民との

交流を深め、アイヌ文化の普及・

啓発に努めます。

毎年２月におこなわれる武四郎

まつりにおいて、北海道内の各

地域で活動されているアイヌ文

化伝承団体等を招き、アイヌ古

式舞踊（ 国指定重要無形民俗文

化財） を披露していただきます。

また、まつり前日には体験交流

会を開催し、市民がアイヌ文化

に触れる機会を作ります。

三雲地域振

興局
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

松浦武四郎記

念館特別企画

展等事業

【 施策 ② 】

アイヌ民族の良き理解者であっ

た松浦武四郎の「 こころ」を現代

に伝え、受け継いでいくために、

武四郎の功績を広く伝えるとと

もに、市民がアイヌ民族の歴史

や文化への正しい理解が得られ

るよう努めます。

映像でアイヌ文化を紹介するほ

か、１年に１回、重要文化財に指

定されたアイヌ民族資料を中心

とした展示替えを実施します。

また、アイヌ民族に関する講座

や講演会、体験教室のほか、小・

中・ 高校や公民館などへの出前

講座、人権研修の受け入れによ

り、武四郎が愛したアイヌ民族

の歴史や文化を紹介します。

文化課
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（ ８） インターネット ・ 携帯サイトによる人権侵害

【 施 策】

① インターネットや携帯サイト上での差別書込みや人権侵害などの書込みを未然に防止するた
め、教材の作成、学習会・ 講演会の開催や支援などを行い、人権教育・ 啓発活動を推進してい

きます。また、学校教育段階において、ネットワーク上のルールやマナー、人権侵害などに関

する情報モラル教育を充実させていく とともに、差別書き込みに対応できる人材を育成して

いきます。

② インターネットや携帯サイト上で掲載された差別的な表現に対して、国や県などの関係機関
と連携・ 協働し、削除要請に努めます。また、インターネット・ 携帯サイト上の差別書き込み

の実態把握や監視を行うための体制づく りを進めます。

③ プライバシー侵害や人権侵害による被害の防止、被害者救済等のため、差別的情報の即時削
除や再発・ 未然防止、被害者救済等について十分な措置を定めた法制度の整備を図ることを

国に要望していきます。

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

市職員人権

問題研修事

業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

人権問題への認識を深め、バラン

ス感覚を身に付けさせることを

目的として研修を実施します。

インターネット ・ 携帯サイトに

よる人権侵害を身近な問題とし

てとらえ、正しい理解を深める

ようインターネット ・ 携帯サイ

トによる人権侵害をテーマに市

職員に対する研修を実施しま

す。

職員課

人権啓発事

業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

市民への人権意識を高めるため

に、さまざまな啓発活動を行いま

す。また、インターネットによる

差別書き込みの監視を行います。

・インターネット・携帯サイトに

よる人権侵害など、さまざまな

人権問題を市の広報等に掲載し

啓発を実施します。また、毎年６

月の人権啓発強調月間と１２月

の人権週間に合わせて、関係機

関や関係団体と連携し、街頭啓

発や講演会、映画会などを実施

します。

・ インターネットによる差別書

き込みや人権侵害の書き込みの

監視を実施します。また、差別書

き込み等を発見した場合、速や

かに削除要請を実施します。

人権・ 男女

共同参画課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

情報教育の

充実

【 施策 ① ②、 】

スマートフォン等の普及に伴い、

閉鎖的なコミュニティサイトで

のトラブルが社会問題となって

います。そのため、情報モラルや

危険回避能力等の育成を図り、ネ

ット社会を生き抜く力を養成し

ます。

教職員の対応能力や指導力の向

上を図るとともに、児童生徒の

実態を把握し、そこから見えて

きた課題の克服に向けた指導を

実施します。また、保護者に対し

ては、ネット啓発講座を開催し

たり、児童生徒の実態について

の情報提供を求めたり、家庭で

のルールづく りを依頼したりす

るなど連携を強化します。

学校支援課

人権教育ネ

ッ ト ワーク

推進事業

（ 再掲）

【 施策 ① 】

保育園、幼稚園、小学校、中学校

の連携のもとに実践研究を公開、

交流するとともに学校と地域で

連携した取組を行い、各中学校区

における人権教育の推進を図り

ます。

各中学校区で組織する人権教育

推進協議会等や教職員で組織さ

れる松阪市人権教育研究会に委

託し、中学校区を単位とした人

権教育の推進やネットワークの

充実を図るため、中学校区人権

フォーラムや人権講演会等を実

施します。

学校支援課
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（ ９） 労働者の人権

【 施 策】

①住民の生活支援や経済支援の取り組みの充実を図るとともに、相談窓口を設置し、苦情に対
する意見を記録し、情報公開するなどの対応を図ります。

②雇用の促進や労働環境の整備など関係機関や関係団体等と連携・ 協力し、推進していきます。
③労働者派遣法の抜本的改正、正規労働者と非正規労働者との均等待遇の確立、雇用保険制度
の改善などの「 ワーキングプア」 対策の強化等を国・ 県に求めていきます。

④就労支援のための相談事業は、ハローワークと連携を深めていきます。
⑤労働法の学習や職場体験学習、進路ノートの活用等を通じ、労働観や労働者の権利について
の理解をより深めていきます。

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

隣保館事業

（ 再掲）

【 施策 ① ②、 、
④ 】

地域住民の生活支援の充実を

図ります。

住民の就労対策については、ハロー

ワークと連携し、毎月１回第一隣保

館で就職相談の窓口を開設します。

また、ハローワーク求人情報にて情

報提供を実施します。

第一隣保館

第二隣保

館、中原文

化センター

生活困窮者

自立相談支

援事業

（ 再掲）

【 施策 ① ②、 、
④ 】

経済的な困りごとや社会的

孤立などの相談に支援員が

寄り添い型の支援を行いま

す。

自立支援機関が関係機関と連携し

継続的な相談支援を実施し、生活困

窮者の早期把握や見守りのネット

ワークを構築します。

地域福祉課

生活困窮者

住居確保給

付金支給事

業

【 施策 ① ②、 、
④ 】

就労能力や就労意欲はあるに

もかかわらず、離職等により

経済的に困窮し、住居を失っ

ている方、又は失うおそれの

ある方で、一定条件を満たす

方に対して、賃貸住宅の家賃

の支援給付を行うとともに就

労支援を実施します。

自立支援機関がハローワーク・ 社会

福祉協議会など関係機関と連携し、

申請相談及び申請受付を行い、ま

た、支援員による就労支援や相談支

援を実施します。

地域福祉課

雇用対策事

業

【 施策 ④ 】

ハローワークなど関係機関と

連携し、就労支援を行います。

ハローワークと連携して各種就職

面接会を開催します。また、労働に

関する相談については労働基準監

督署等へ適切につないでいきます。

商工政策課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

企業人権啓

発事業

（ 再掲）

【 施策 ② ③、 】

企業内における人権や男女共

同参画についての理解と認識

を深めるため、啓発活動を実

施します。

労働環境等に関する研修会の開催、

啓発冊子等の配布を市内企業に対

し実施します。また、公正採用選考

人権啓発チラシを商工会議所会報

等に折り込みます。

商工政策課

特色ある学

校づく り推

進事業

【 施策 ⑤ 】

中学生が職場での勤労体験を

通して働く ことの意義を学

び、将来の自分について考え

るとともに、地域の人びとと

交流することにより相互理解

を図ります。

中学生が地域の事業所で実際に働

く ことを体験します。また、事前、

事後には進路ノート等を使って労

働について考える機会を持ちます。

学校支援課
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（ １０） 自殺問題

【 施 策】

①自殺対策は、社会全体で取り組むべき問題であるため、関係機関やＮＰＯ、関係団体等と連携
し、啓発に取り組みます。

②自殺対策として、地域での身近な人の変化に気づき、相談機関につなぐ役割を担う人の人材
養成に取り組みます。

③相談員の資質向上や人材育成に取り組むとともに、相談担当部局相互の連携を図ります。
④ こころの相談や多重債務相談など各分野における相談窓口の充実を図ります。
⑤地域・ 学校・ 職場など心の健康づく りの推進に取り組みます。

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

地域自殺対

策強化事業

【 施策 ① ②、 、
③ ④ ⑤、 、 】

誰も自殺に追い込まれること

のない松阪市の実現をめざし

て、市民に対して、自殺の現

状や相談機関の周知・ 啓発等

を行います。

毎年９月の自殺予防週間や３月の

自殺対策強化月間において、街頭啓

発や講演会開催による市民啓発を

実施します。また、地域でのメンタ

ルパートナーの養成や人材養成の

研修会及び相談窓口の充実に取り

組みます。

人権・ 男女

共同参画課

関係部局

１１課
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（ １１） さまざまな人権問題

１．感染症患者等の人権

２．刑を終えた人・ 保護観察中の人の人権

３．犯罪被害者等の人権

４．ホームレスの人権

５．性的マイノリティの人びとの人権

６．３．１１と人権

【 施 策】

①新たに発生する課題も含めて、多様な人権に関する課題をしっかりと見据え、人権侵害等の
状況について把握します。

②偏見によって生まれた差別をなくすために人権課題の正しい理解のための教育・ 啓発活動を
行います。

③相談業務を充実させるとともに、人権侵害が認められる場合は、関係機関や関係団体等との
連携、協力により適切な対応が取れる体制を構築します。

④高齢者、障がいのある人など要配慮者を対象にした防災訓練や災害時に対する情報伝達体制
や避難支援体制の整備を図ります。

事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

防災対策事

業

【 施策 ④ 】

地震、台風等の自然災害や有

事における市民の生命及び財

産を保護し、市民の安全、安

心の確保を図ります。

自主防災組織、自治会及び民生委

員、市社会福祉協議会等との連携を

図り、要配慮者への対応を進めま

す。

防災対策課

市職員人権

問題研修事

業

（ 再掲）

【 施策 ② 】

人権問題への認識を深め、バ

ランス感覚を身に付けさせる

ことを目的として研修を実施

します。

さまざまな人権問題を身近な問題

としてとらえ、正しい理解を深める

よう、市職員に対する研修を実施し

ます。

職員課

安全・安心な

まちづく り

推進事業

【 施策 ① 】

市民・ 事業所・ 関係機関が連

携し、各施策について、安全・

安心施策推進協議会を開催

し、安全・ 安心なまちづく り

を目指します。

市民生活の安全安心について、関係

機関が連携し、安全・ 安心施策推進

協議会をおおむね年１回以上開催

し、情報共有・ 連携強化等、各施策

を実施します。

地域安全対

策課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

防犯対策事

業

【 施策 ① ②、 、
③ 】

犯罪被害者等の相談を受け付

け、情報を提供し、具体的な

支援を担当する関係部署、関

係機関（ ※ 14みえ犯罪被害者総

合支援センター等） と連携し

ながら犯罪被害者等への支援

を図ります。

防犯啓発として、新入生への標語入

り小旗の配布や一般向けリーフレ

ット等の配布、青色回転灯装備車に

よる防犯パトロールを実施します。

また、松阪地区生活安全協会と連携

し、防犯ボランティア等の支援を行

い、犯罪による被害者の軽減を図り

ます。

地域安全対

策課

犯罪被害者

日常生活支

援事業

【 施策 ① ③、 】

犯罪被害に直面した際、事件

のショックや環境の変化など

により、犯罪被害者やその家

族にかかる負担は著しいこと

から、犯罪被害者等を対象と

した日常生活支援事業を実施

することにより、犯罪被害者

等の生活支援を図ります。

犯罪被害者等が外に出ることなく

食事ができるよう配食サービスや、

犯罪被害現場となった居室等の特

殊清掃を実施することにより、犯罪

被害者等の身体的、精神的、経済的

負担の軽減を図ります。

地域安全対

策課

人権啓発事

業

（ 再掲）

【 施策 ① ②、 】

市民への人権意識を高めるた

めに、さまざまな啓発活動を

行います。

・ 感染症患者等の人権、犯罪被害者

等の人権などさまざまな人権問題

を市の広報等に掲載し、広く市民啓

発を実施します。また、毎年６月の

人権啓発強調月間と１２月の人権

週間に合わせて、関係機関や関係団

体と連携し、街頭啓発や講演会、映

画会などを実施します。

・さまざまな人権課題や新たに発生

する人権課題及び人権侵害の状況

を把握し、情報収集などを行い、関

係機関や関係団体等と連携し、啓発

を実施します。

人権・ 男女

共同参画課

ホームレス

自立支援事

業

【 施策 ③ 】

路上生活からの早期の社会復

帰を促進するため、勤労意欲

があり、かつ心身の状態が勤

労に支障がないと認められる

ホームレスに対して、就労や

住宅確保等への助言及び相談

を行います。

関係機関と連携・ 合同により路上生

活者の寝起きしている場所などを

見回り、路上生活者を発見した場合

には、居住地の確保等を中心として

生活全般への不安を取り除く よう

に助言及び相談を実施していきま

す。

保護課
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事業名 事業目的・ 内容 実施方法 担当課

保護観察対

象者等の社

会復帰のた

めの支援

【 施策 ③ 】

緊急的に住むところが必要と

なる保護観察対象者等に対し

て、一時的な避難場所提供の

支援をし保護観察対象者等の

環境の向上の推進を図りま

す。

緊急的に住むところが必要となる

保護観察対象者等に対して、有期で

宿泊場所提供の支援を行います。

地域福祉課

建設業者を対象に保護観察対

象者等の就労支援活動の一環

として、協力雇用主の登録及

び保護観察対象者等の雇用の

推進を図ります。

建設工事の入札参加資格者を対象

に協力雇用主の登録または保護観

察対象者等の雇用を条件として、資

格総合点数への加算を実施します。

契約監理課

企業に対し、更生保護につい

ての理解と認識を深めるため

の啓発活動を実施します。

更生保護協力雇用主への登録依頼

のための啓発チラシの配布を市内

企業に対し実施します。

商工政策課

保護観察処分少年・ 少年院仮

退院者に一定期間就労の機会

を提供し、自己のキャリア形

成を支援します。

保護司会から推薦のあった保護観

察処分少年・ 少年院仮退院者を非常

勤職員希望者として登録し、雇用で

きる機会を提供します。

職員課

人権教育ネ

ッ ト ワーク

推進事業

（ 再掲）

【 施策 ① ②、 】

保育園、幼稚園、小学校、中学

校の連携のもとに実践研究を

公開、交流するとともに学校

と地域で連携した取組を行

い、各中学校区における人権

教育の推進を図ります。

各中学校区で組織する人権教育推

進協議会等や教職員で組織される

松阪市人権教育研究会に委託し、中

学校区を単位とした人権教育の推

進やネットワークの充実を図るた

め、中学校区人権フォーラムや人権

講演会等を実施します。

学校支援課
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Ⅲ 計画の推進

１ 推進体制

人権のまちづく りに係る施策について、総合的かつ効果的に推進するため、人権施

策推進本部会議及び人権啓発庁内連絡会議や関係部局との横断的な連携体制を図り、

全庁的に人権施策を推進していきます。

また、国・ 県などの関係機関、事業所、ＮＰＯ、関係団体等、多様な主体の参画・ 連

携・協働を図りながら人権施策を推進するとともに、松阪市人権施策審議会や多様な主

体と意見交換を行い、人権施策を推進していきます。

２ 計画の進捗管理

この行動計画については、「 現状認識」 や「 成果と課題」 の具体化の状況を人権施策

ごとに人権啓発庁内連絡会議でまとめ、松阪市人権施策審議会に対して報告するとと

もに、意見をお聴きし、事業の進捗状況等の確認と検証を行っていきます。

また、多様な主体との推進組織においてもさまざまな機会を活用して意見交換を行

います。

資 料

１． 行動計画策定経過

２． 松阪市人権施策審議会委員名簿
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用語の解説

※ １ 人権擁護委員

人権擁護委員とは、人権擁護委員法（ 昭和24年法律第139号） に基づいて、

日本の各市町村に設置される公職。法務大臣が委嘱する民間のボランティアで

す。

※ ２ ＤＶ（ ドメスティック・ バイオレンス）

配偶者や恋人など親しい関係のパートナーから振るわれる身体的、性的及び

精神的暴力をいいます。親密な間柄で起きる暴力は、個人的な問題であるとされ、

社会的に問題となることはありませんでしたが、ドメスティック・バイオレンス

という概念が成立し、多くの人びとによって共有されることで人権侵害として

認識されるようになりました。

※ ３ 子育て支援センター

子育てが楽しいと思える支援をめざして、支えあいの支援（ 子育てに関する悩

みや不安などについて電話・ 面接相談） 、情報の支援（ 子育て情報・ 母子保健事

業の情報の発信）、学びの支援（ 子育て講演会・講座の実施）、地域への支援（ 地

域へ出向くなどして出張ひろばの開催） などを行う施設（ 市内11箇所） のこと

です。

※ ４ 児童養護施設

児童養護施設は、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童、そ

の他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせてその自立を

支援することを目的とする施設(児童福祉法第41条)のことです。

※ ５ 母子生活支援施設

1947（ 昭和22） 年に制定された児童福祉法に定められる施設です。

18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届

出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用でき

る施設のことをいいます。

※ ６ 地域包括支援センター

地域住民の健康の保持及び生活の安定のため、保健医療の向上と福祉増進を

包括的に支援する地域の中核機関です。
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主任ケアマネージャー、社会福祉士、保健師または経験のある看護師の３種類

のスタッフにより、「 介護予防マネジメント 」、「 包括的・継続的マネジメント」、

「 虐待防止・ 権利擁護」 を行います。

※ ７ 認知症サポーター

認知症について正しく理解し、認知症の人に対する接し方を学び、生活のさま

ざまな場面で、認知症の人及びその家族をサポートする人のことです。

厚生労働省が推進する事業であり、各地域で開催される「 認知症サポーター養成

講座」を受講すると、認知症サポーターの証としてオレンジリングと呼ばれるブ

レスレットが授与されます。認知症サポーターは、各自できる範囲で認知症の人

を支援します。

※ ８ 成年後見制度

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など精神的な障がいがあるため、

判断能力が不十分な人が不利益を生じないよう、代理人を立てて契約を行った

り、あるいはそれを取り消すことができるようにする制度です。

※ ９ 中一ギャップ

小学校から中学校に進学したときに、学習内容や生活リズムの変化になじむ

ことができず、いじめが増加したり不登校になったりする現象です。

小学校までに築いた人間関係が失われる、リーダーの立場にあった子どもが

先輩・後輩の上下関係の中で自分の居場所をなくす、学習内容のレベルが上がる

などの要因が考えられます。

※ １０ Ｑ－Ｕ（ 学級満足度尺度調査）

Q-U（ QUESTI ONNARI E-UTI LI TI ES） とは、『 楽しい学校生活を送るためのアン

ケート』 という標準化された心理検査のひとつです。

小学校１～３年用、４～６年用、中学用、高校用の4種類があり、子どもた

ちの学級生活での満足度と意欲、学習集団の状態を、質問紙によって測定する

ものです。

※ １１ アイデンティティ

アイデンティティ （ i denti ty） は、広義には、「 同一性」「 個性」「 国・ 民族・

組織などある特定集団への帰属意識」「 特定のある人・ ものであること」 などの

意味で用いられます。 「 あるものがそれとして存在すること」、またそうした

認識をさします。「 同一性」「 一致」 のことです。
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※ １２ 初期適応支援教室（ いっぽ）

渡日したばかりの外国人児童生徒が、初歩的な日本語学習や日本で生活する

ための知識を学ぶための教室のことです。

※ １３ 要約筆記者

聴覚障害者への情報保障手段の一つで、話している内容を要約し、文字として

伝える人のことをいいます。

※ １４ みえ犯罪被害者総合支援センター

電話相談や面接相談、その他の活動を通じて、犯罪の被害に遭われた方やその

ご家族・ ご遺族の心のケア等や、必要とするサポートを行うとともに、社会全体

で被害者の方々 を支援できるように「 被害者支援意識」の高揚をはかり、当事者

の方々 の精神的回復と社会的復帰に資することを目的とする団体のことです。
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